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【当組合の考え方】
「地元のみなさまに満足していただける」信用組合を目指して、健全性を保ちながら透明性の高い経営に努め、
よりきめ細かな金融サービスをもって、みなさまのご期待に応えてまいりたいと考えております。

【経営理念】
１．地域経済と地域住民の繁栄を願い、豊かな地域社会づくりに貢献します。
２．お客様優先の姿勢で、ふれあいを大切に誠実に努めます。
３．地域社会から信頼される信用組合として健全経営に努めます。

【平成26年度経営基本方針】
１．収益力の強化

① 法人（事業先）取引基盤の強化：法人（事業先）取引先数の拡大と取引内容の充実
② 個人取引基盤の強化：メイン化の推進→世帯取引の拡充と複合取引の実践
③ 市場運用力の強化：効率的な余資運用による収益の確保→市場環境に適合した運用重視

２．地域活性化への取組み
① 地元事業者の成長、再生への支援：お客様の経営課題に対する支援機能強化
② 経営者サポート態勢の充実：次世代経営者のサポート体制構築

３．経営基盤の整備
① 内部管理態勢の充実：コンプライアンス管理態勢、各種リスク管理態勢の強化・定着
② 組織活力の向上：実践力のある人材育成と職員のレベルアップ

【当組合のあゆみ（沿革）】
昭和28年９月／亀田信用組合設立　出資金2,058千円
昭和45年10月／新栄信用組合に改称
昭和46年10月／本店を現所在地に新築移転
昭和47年３月／出資金１億円となる
昭和54年３月／出資金２億円となる
昭和55年９月／事務センター開設
昭和55年11月／第一次オンラインシステム稼働
昭和59年11月／現金自動支払機稼働
昭和60年４月／第二次オンラインシステム稼働
昭和63年４月／新潟産業信用組合と合併　出資金３億円
平成２年11月／第三次オンラインシステム稼働
平成３年４月／サンデーバンキング開始
平成３年９月／紫竹山支店を馬越支店に統合
 ／関屋支店を東堀支店に統合
平成４年３月／出資金４億円となる
平成９年11月／西暦2000年対応新オンラインシステム稼働
平成10年11月／新オンラインシステム２号機稼働
平成11年10月／河渡支店を大形支店に統合
平成13年１月／出資金６億円となる
平成14年10月／新津支店を本店に統合
 ／しんくみ全国共同センター（SKCセンター）加入
平成15年９月／保険窓販業務の開始
平成15年11月／袋津支店を稲葉支店に統合
平成16年５月／アイワイバンク（現セブン銀行）のATM利用開始
平成18年12月／個人向け国債窓販開始
平成20年３月／出資金８億円となる
平成22年３月／全信組連より優先出資金980百万円を受ける
平成24年12月／経営革新等支援機関の認定を受ける
平成25年２月／「でんさいネット」の取扱いを開始
平成25年７月／ATM365日稼動開始（５店舗）

新栄信用組合の概要・事業方針

【新栄信用組合の概要】（平成26年3月末現在）
設立 昭和28年9月
出資金 1,279百万円
組合員数 16,408人
店舗数 ８店舗 
営業区域 ・新潟市のうち
 　・江南区 　・中央区
 　・東区 　・北区
 　・西区（旧黒埼町地区を除く）
 　・秋葉区（旧小須戸町地区を除く）
 ・阿賀野市のうち旧京ヶ瀬村
 ・北蒲原郡聖籠町

ホームページ
http://www.shinei-shinkumi.co.jp/ 
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皆様には、日頃より格別のご愛顧お引き立てを賜り、心から御礼申し上げます。

昨年は、おかげをもちまして、当組合は創立 60 周年を迎えることができました。

これもひとえに皆様方からの永年にわたるご支援・ご愛顧の賜物と衷心より御礼申し上げる次第で

ございます。

本年もディスクロージャー誌を作成いたしました。当組合の経営方針、業績、事業内容、活動状況

などを紹介しておりますので、当組合へのご理解を深めていただくための資料として、ご高覧賜りた

いと存じます。

平成 25 年度の国内経済は、政府の経済対策や景況感の改善を受けて日本経済もようやく持ち直しの

動きがみられた 1 年でありました。しかしながら、米国の量的緩和縮小や新興国経済の減速に加え、

消費税増税に伴う駆け込み需要の反動等により、先行き国内経済に及ぼす影響が懸念されるところで

あります。また、地域の景況は、公共工事や建築着工が増加に転じた一方、円安進展によるエネルギー

コストの上昇や受注増加に伴う雇用不足問題などにより収益力の低下を招く等、地元中小零細企業の

業況改善にまでは至っていないというのが実態ではないでしょうか。

このような状況のもと、当組合は取引先の経営改善や事業再生の取組みを促進するため、「経営革新

等支援機関」として、外部機関や財務等専門家との連携を促し、収益力の向上を後押しできるよう、

経営支援に向けた取組みを引き続き強化していく所存であります。

当組合の業績につきましては、預金積金期末残高 55,726 百万円（対前年比 3.72% 増）、貸出金期末残

高 33,914 百万円（対前年比 1.45% 増）となりました。預金積金におきましては、創立 60 周年記念推進

活動により対前年増減額で 2,001 百万円の増加となりました。一方、貸出金につきましては、個人ロー

ン及び事業性貸出を積極的に推進するとともに、地方公共団体向け貸出の増加に伴い対前年増減額で

485 百万円の増加となりました。

収益面では、各種運用収益が減少する中で、本業の収益を表す業務純益（コア）では 73 百万円、当

期純利益では不良債権の回収を推し進めてきたことから貸倒引当金の戻入等に伴い 107 百万円計上す

ることができました。その結果、自己資本比率は 8.75% と昨年比で 0.24% 改善することができました。

また、不良債権比率については 2.55%（対前年比 0.74% 低下）まで改善し、健全経営に努めてまいりま

した。

平成 26 年度も、私ども “ しんえい “ は、営業地域の経済を下支えしていくことを使命と捉え、皆様

のご期待に応えるべく役職員一同邁進していく所存であります。何卒、従来に増したご支援とご愛顧

を賜りますようお願い申し上げます。

　平成 26 年 6 月

 理事長　宇　野　勝　雄　

ごあいさつ・事業の概況
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貸借対照表 （単位：千円）
財 務 諸 表

（注） 1.　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。なお、以下の注記については、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
 2.　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券の うち時価のあるものについては事業年度末の市場価格等に基づく

時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価
証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

 3.　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用しております。また、主な耐用
年数は次のとおりであります。

    建　物　　　　８年～47年　　　　その他　　　　２年～20年
 4.　無形固定資産の減価償却は定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当組合内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。
 5.　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残

価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
 6.　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
 　  破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という）の債権については、

下記直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営
破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち債務者の支払
能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率
等に基づき引当てております。

 　  全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しており、その査定結果により上記の引当を行っております。
 　  なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として

債権額から直接減額しており、その金額は312,093千円であります。
 7.　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
 8.　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、「退職給付会計に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号）に定める簡便法（直近の年金財政計算上の

数理債務をもって退職給付債務とする方法）により、当事業年度末における必要額を計上しております。会計基準変更時差異（72,826千円）については、15年による按分額を費用処理
しております。

 　  また、当組合は、複数事業主（信用組合等）により設立された企業年金制度（総合型厚生年金基金）を採用しております。当該企業年金制度に関する事項は次のとおりです。
（１）制度全体の積立状況に関する事項（平成25年３月31日現在）

    年金資産の額 320,555,608千円
    年金財政計算上の給付債務の額 321,338,319千円
    差引額 △782,710千円

（２）制度全体に占める当組合の掛金拠出割合　（自平成24年４月１日　至平成25年３月31日）
     0.354％
 9.　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見込額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
 10. 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。
 11. 偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度による負担金の将来における支出に備えるため、将来の負担金支出見込額を見積り、必要と認める額を計上しております。
 12. 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年４月１日前に開始する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。
 13. 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

資　　　　産 平成24年度 平成25年度
現 金 592,176 650,666
預 け 金 19,136,592 19,934,831
有 価 証 券 1,936,687 2,517,453

国 債 － 303,470
社 債 － 99,923
株 式 56,694 35,320
そ の 他 の 証 券 1,879,993 2,078,740

貸 出 金 33,429,027 33,914,416
割 引 手 形 481,981 514,941
手 形 貸 付 1,728,972 1,685,177
証 書 貸 付 30,006,535 30,573,395
当 座 貸 越 1,211,538 1,140,901

そ の 他 資 産 406,530 347,217
未 決 済 為 替 貸 2,839 3,636
全 信 組 連 出 資 金 158,500 158,500
前 払 費 用 21,824 －
未 収 収 益 178,896 146,808
そ の 他 の 資 産 44,470 38,272

有 形 固 定 資 産 592,579 596,691
建 物 82,779 87,196
土 地 445,169 445,169
リ ー ス 資 産 15,269 12,390
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 49,360 51,934

無 形 固 定 資 産 11,663 11,447
ソ フ ト ウ ェ ア 810 593
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 10,853 10,853

債 務 保 証 見 返 15,317 5,976
貸 倒 引 当 金 △ 261,748 △ 194,645

（ う ち 個 別 貸 倒 引 当 金 ） （△ 181,161） （△ 134,127）

合　　　　　　　計 55,858,826 57,784,055

負債及び純資産 平成24年度 平成25年度
預 金 積 金 53,725,144 55,726,430

当 座 預 金 246,395 353,790
普 通 預 金 13,750,849 13,640,533
通 知 預 金 36,000 23,000
定 期 預 金 37,224,506 39,249,766
定 期 積 金 2,409,898 2,337,824
そ の 他 の 預 金 57,494 121,514

そ の 他 負 債 220,444 83,679
未 決 済 為 替 借 11,002 6,079
未 払 費 用 42,353 29,461
給 付 補 填 備 金 4,124 2,130
未 払 法 人 税 等 3,520 3,520
前 受 収 益 8,305 10,669
払 戻 未 済 金 4,319 3,000
リ ー ス 債 務 15,269 12,390
資 産 除 去 債 務 13,046 13,192
そ の 他 の 負 債 118,504 3,234

賞 与 引 当 金 7,125 7,375
退 職 給 付 引 当 金 － 6,055
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 5,240 4,840
睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 11,352 12,482
偶 発 損 失 引 当 金 2,282 2,665
繰 延 税 金 負 債 2,160 963
債 務 保 証 15,317 5,976
負 債 計 53,989,067 55,850,467
純 資 産 の 部 1,869,759 1,933,587

出 資 金 1,298,361 1,279,776
普 通 出 資 金 808,361 789,776
優 先 出 資 金 490,000 490,000

資 本 剰 余 金 36,745 36,745
資 本 準 備 金 36,745 36,745

利 益 剰 余 金 530,181 615,535
利 益 準 備 金 39,000 69,000
そ の 他 利 益 剰 余 金 491,181 546,535
特 別 積 立 金 236,000 410,000

（ 経 営 安 定 積 立 金 ） （110,000） （210,000）
（ 機 械 化 積 立 金 ） （26,000） （－）
（優先出資消却積立金） （100,000） （200,000）
当 期 未 処 分 剰 余 金 255,181 136,535

その他有価証券評価差額金 4,471 1,530
評 価・ 換 算 差 額 等 合 計 4,471 1,530

合　　　　　　　計 55,858,826 57,784,055 
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 14. 理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額 36,527千円
 15. 有形固定資産の減価償却累計額  922,341千円
 16. 有形固定資産の圧縮記帳額  3,028千円
 17. 貸出金のうち、破綻先債権額は5,524千円、延滞債権額は603,881千円であります。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかっ
た貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又
は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と
して利息の支払いを猶予した貸出金以外の貸出金であります。

 18. 貸出金のうち、3か月以上延滞債権に該当する債権はありません。
  なお、3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から3か月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 
 19. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は250,304千円であります。
  なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを

行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3か月以上延滞債権に該当しないものであります。
 20. 破綻先債権額、延滞債権額、3か月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は859,710千円であります。
  なお、17.から20.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
 21. 貸借対照表に計上した有形固定資産のほか、紙幣硬貨入出金機についてリース契約により使用しております。
 22. 手形割引により取得した商業手形の額面金額は、514,941千円であります。
 23. 当座借越及び為替決済取引の担保並びに全国信用組合保障基金の積立金として、預け金3,331,700千円を差し入れております。なお、決算日における当座借越残高はありません。 
  このほか、水道料金取扱いのために現金2,100千円を担保として差し入れております。
 24. 出資１口当たりの純資産額は595円02銭です。
 25. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針
当組合は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理（ALM）を行っております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク 
当組合が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金であり、信用リスクに晒されております。また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満
期保有目的、純投資目的及び事業推進目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制 
①信用リスクの管理

当組合は、事務規程（融資編）及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題
債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、また、定期的に常務会や理事会を開催し、審議・
報告を行っております。さらに、与信管理の状況については、リスク監査室がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスクなどについては、総合企画部において信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。

②市場リスクの管理
（ⅰ）金利リスクの管理

当組合は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。ALM委員会において決定されたALMに関する方針に基づき、理事会において実施状況の把握・確認、今後の
対応等の協議を行っております。
日常的には、総務部において金融資産及び金融負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、月次ベースで常勤理事会に
報告しております。

（ⅱ）価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、常勤理事会の方針に基づき、理事会の監督の下、余裕資金運用基準に従い行われております。　
総務部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限度額設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。

（ⅲ）市場リスクに係る定量的情報
当組合において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「預け金」、「有価証券」のうち債券、「貸出金」、「預金積金」であります。
当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、保有期間1年、過去5年の観測期間で計測される99パーセンタイル値を用いた時価の変動額を市場リスク量とし、金利の
変動リスク管理にあたっての定量的分析に利用しております。当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債をそれぞれ金利期日に応じて適切な期間に残高
を分解し、期間ごとの金利変動幅を用いております。なお、金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定した場合の99パーセンタイル値を用いた時価は212百万円減少す
るものと把握しております。当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数との相関を考慮しておりません。また、金利の合理的
な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。

③資金調達に係る流動性リスクの管理
当組合は、ALMを通して適時に資金管理を行うほか、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。
なお、金融商品のうち貸出金、預け金及び預金積金については簡便な計算により算出した時価に代わる金額を開示しております。

 26.金融商品の時価等に関する事項 
  平成26年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めて

おりません（（注2）参照）。
また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。
      （単位：千円）

貸借対照表計上額 時　　価 差　　額
（1）預け金（＊1） 19,934,831 20,052,708 117,877
（2）有価証券

満期保有目的の債券 624,110 649,967 25,857
その他有価証券 1,870,993 1,870,993 －

（3）貸出金（＊1） 33,914,416
貸倒引当金（＊2） △ 194,645

33,719,771 34,898,902 1,179,131
金融資産計 56,149,705 57,472,570 1,322,865

（1）預金積金（＊1） 55,726,430 55,714,230 △ 12,200
金融負債計 55,726,430 55,714,230 △ 12,200

 （*1）貸出金、預け金及び預金積金の「時価」については、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」を記載しております。
 （*2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

（注1）金融商品の時価等の算定方法
金融資産

（1）預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
満期のある預け金については、市場金利で割り引くことで現在価値を算定し、当該現在価値を時価とみなしております。

（2）有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
投資信託は公表されている基準価格によっております。

（3）貸出金
貸出金は、以下の①、②の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除する方法により算定し、その算出結果を簡便な方法により算出した時価に
代わる金額として記載しております。

貸借対照表
財 務 諸 表
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貸借対照表
財 務 諸 表

①6ヵ月以上延滞債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な債権については、その貸借対照表の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控除前の額）。
②①以外は、貸出金の種類ごとにキャッシュ・フローを作成し、元利金の合計額を市場金利で割り引いた価額を時価とみなしております。

金融負債
（1）預金積金

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。定期預金の時価は、一定の金額帯及び期間帯ごとに将来キャッシュ・フローを作
成し、元利金の合計額を一種類の市場金利で割り引いた価額を時価とみなしております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれておりません。
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位:千円）

区　　分 貸借対照表計上額
非上場株式 22,350
出　資　金 158,534
合　　計 180,884

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額　　　　　　　  　　　   （単位：千円）

1年以内 1年超
5年以内

5年超
10年以内 10年超

預け金（＊1） 8,814,831 11,120,000 － －
有価証券
　満期保有目的の債券 － － － 700,000
　その他有価証券のうち
　満期があるもの 300,000 1,150,000 300,000 －

貸出金（＊2） 3,408,756 3,665,687 6,477,974 20,031,873
合　　計 12,523,587 15,935,687 6,777,974 20,731,873

　（＊1）預け金のうち、要求払預け金は「1年以内」に含めております。
　（＊2）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等で償還予定額が見込めないもの、期間の定めが無いものは含めておりません。

（注4）その他の有利子負債の決算日後の返済予定額      （単位：千円）

1年以内 1年超
5年以内

5年超
10年以内 10年超

預金積金（＊） 53,718,524 2,007,905 － －
合　　計 53,718,524 2,007,905 － －

　（＊）預金積金のうち、満期日経過分及び要求払預金は「1年以内」に含めております。
 27. 有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」、「社債」、「株式」、「その他の有価証券」が含まれております。以下29.まで同様であります。

（1）売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。
（2）満期保有目的の債券

【時価が貸借対照表計上額を超えるもの】  （単位：千円）
貸借対照表 時　　価 差　　額

計上額
外 国 証 券 324,110 381,086 56,976

小　　計 324,110 381,086 56,976
【時価が貸借対照表計上額を超えないもの】

貸借対照表 時　　価 差　　額
計上額

外 国 証 券 300,000 268,881 △ 31,119
小　　計 300,000 268,881 △ 31,119

合 計 624,110 649,967 25,857
（注）時価は、当事業年度末における市場価格等に基づいております。

（3） 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式に区分した有価証券はありません。
（4） その他有価証券

【貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの】  （単位：千円）
貸借対照表 取得原価 差　　額

計上額
国 債 303,470 301,416 2,053
株 式 12,970 11,585 1,384
外 国 証 券 853,174 851,675 1,499

小　　計 1,169,614 1,164,676 4,937
【貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの】

貸借対照表 取得原価 差　　額
計上額

社 債 99,923 100,000 △ 76
投 資 信 託 100,193 101,117 △ 924
外 国 証 券 501,263 503,084 △ 1,821

小　　計 701,379 704,201 △ 2,822
合 計 1,870,993 1,868,879 2,114

（注）貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。
その他有価証券のうち、株式について、当該株式の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては当該
時価をもって貸借対照表計上額とするとともに評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。
減損処理の対象を判断するための基準は、次のとおりであります。
①決算時における時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合。
②決算時における時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落した場合で、決算期日前6ヶ月の平均株価が取得原価よりも30％以上下落している場合。
なお、当事業年度における減損処理は、ありません。

 28. 当期中に売却した満期保有目的の債券はありません。
 29. 当期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。

売却価額 売却益 売却損 （単位：千円）
336,228 19,143 166

 30. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客から融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸
付けることを約する契約であります。
これらの契約に係る融資未実行残高は、4,539,699千円であります。このうち原契約期間が1年以内のものはありません。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当組合の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。こ
れらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全、その他相当の事由があるときは、当組合が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条
件が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている当組合内手続きに基づき顧客の業況等を
把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
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損益計算書 （単位：千円）
財 務 諸 表

科　　　　　目 平成24年度 平成25年度

経 常 収 益 1,089,479 989,507

資 金 運 用 収 益 907,939 858,594

貸 出 金 利 息 775,908 734,642

預 け 金 利 息 109,654 88,609

有価証券利息配当金 16,021 28,993

そ の 他 の 受 入 利 息 6,355 6,349

役 務 取 引 等 収 益 30,532 29,977

受 入 為 替 手 数 料 16,300 16,067

そ の 他 の 役 務 収 益 14,231 13,910

そ の 他 業 務 収 益 10,432 13,773

国 債 等 債 券 売 却 益 2,288 1,602

国 債 等 債 券 償 還 益 － 131

そ の 他 の 業 務 収 益 8,144 12,039

そ の 他 経 常 収 益 140,574 87,161

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 135,499 61,154

償 却 債 権 取 立 益 3,636 5,992

株 式 等 売 却 益 － 17,541

そ の 他 の 経 常 収 益 1,438 2,474

経 常 費 用 853,473 876,145

資 金 調 達 費 用 35,092 39,724

預 金 利 息 32,590 38,071

給付補填備金繰入額 2,502 1,653

役 務 取 引 等 費 用 77,148 77,697

支 払 為 替 手 数 料 6,802 6,729

そ の 他 の 役 務 費 用 70,345 70,967

そ の 他 業 務 費 用 8,781 734

国 債 等 債 券 売 却 損 6,969 166

国 債 等 債 券 償 還 損 683 565

そ の 他 の 業 務 費 用 1,128 2

経 費 716,309 741,463

人 件 費 415,149 442,140

物 件 費 292,390 290,363

税 金 8,769 8,959

そ の 他 経 常 費 用 16,141 16,525

貸 出 金 償 却 7,971 5,624

そ の 他 の 経 常 費 用 8,169 10,901

経 常 利 益 236,005 113,361

特 別 損 失 798 1,240

固 定 資 産 処 分 損 798 1,240

税 引 前 当 期 純 利 益 235,206 112,121

法 人 税・ 住 民 税 及 び 事 業 税 4,940 5,113

法 人 税 等 調 整 額 △ 82 △ 75

法 人 税 等 合 計 4,858 5,037

当 期 純 利 益 230,347 107,084

繰 越 金（ 当 期 首 残 高 ） 4,833 3,451

機 械 化 積 立 金 取 崩 額 20,000 26,000

当 期 未 処 分 剰 余 金 255,181 136,535

（注） １． 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。以下の注記につ
いては、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

 ２． 出資一口当たりの当期純利益 58円61銭

剰余金処分計算書 （単位：千円）

科　　　　目 平成24年度 平成25年度

当期未処分剰余金 255,181 136,535

剰 余 金 処 分 額 251,730 135,647

利 益 準 備 金 30,000 14,000
普 通 出 資 に
対 す る 配 当 金 8,010 7,927

（年1.0％の割合） （年1.0％の割合）
優 先 出 資 に
対 す る 配 当 金 13,720 13,720

（年1.4％の割合） （年1.4％の割合）

経営安定積立金 100,000 30,000
優 先 出 資 消 却
積 立 金 100,000 70,000

繰 越 金
（ 当 期 末 残 高 ） 3,451 887
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主な経営指標の推移 （単位：千円）
経 理 ・ 経 営 内 容

区　　　　　　分 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

経 常 収 益 1,147,297 1,098,229 1,016,968 1,089,479 989,507

経 常 利 益 △ 696,609 181,312 166,409 236,005 113,361

当 期 純 利 益 △ 798,324 185,706 157,809 230,347 107,084

預 金 積 金 残 高 50,487,183 50,594,614 51,864,742 53,725,144 55,726,430

貸 出 金 残 高 36,015,053 34,656,079 33,887,773 33,429,027 33,914,416

有 価 証 券 残 高 2,098,113 2,264,477 1,755,352 1,936,687 2,517,453

総 資 産 額 51,930,398 52,298,497 53,618,527 55,858,826 57,784,055

純 資 産 額 1,313,792 1,477,889 1,605,751 1,869,759 1,933,587

自己 資 本 比 率（ 単 体 ） 6.50 ％ 7.47 ％ 7.91 ％ 8.51 ％ 8.75 ％

出 資 総 額 1,307,479 1,302,960 1,288,477 1,298,361 1,279,776

出 資 総 口 数 1,634,958 口 1,625,920 口 1,596,955 口 1,616,723 口 1,579,553 口

出 資 に 対 す る 配 当 金 － 21,849 21,833 21,730 21,647

職 員 数 83 人 82 人 80 人 78 人 79 人
（注）残高計数は、期末日現在のものです。

法定監査の状況
　平成25年度（第61期）の「貸借対照表」、「損益計算書」、「剰余金処分計算書」等につきましては、平成26年5月23日付にて
有限責任監査法人トーマツより適法・適正である旨の監査報告書の提出を受けております。

代表理事の確認
　私は当組合の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第61期事業年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分
計算書の適正性、及び同書類作成に係る内部監査の有効性を確認しました。

理 事 長

新 栄 信 用 組 合

宇 野 勝 雄

平成 26 年 6 月 25 日
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創 立 60 周 年 記 念 行 事

講演会
古美術鑑定家で、「開運！なんでも鑑定団」でお馴染
みの中島誠之助氏を講師に招いて、平成25年10月9日
に開催いたしました。番組の裏話や鑑定の逸話などを
交え、巧妙な語り口で500人を超える来場者を魅了し、
あっという間の1時間30分でした。

感謝の集い
講演会に続き、新潟財務事務所、全信組連新潟支店、
新潟県信用組合協会、地元選出議員、亀田商工会議所、横越商
工会などからのご来賓と当組合の歴代役員、総代、友の会会員
をお招きして、創立60周年を迎えられたことへの御礼の気持ち
をこめて、感謝の集いを開催いたしました。皆様からのご祝福
をいただき、和やかな祝宴となりました。
なお、創立60周年チャリティゴルフコンペ参加者からの募金と
当組合の募金を併せまして江南区社会福祉協議会へ贈呈いたし
ました。最後は、亀田岩万燈保存会による木遣奉納で勢いよく、
また、めでたい締めとなりました。

　当組合はおかげをもちまして、平成25年9月に創立60周年を迎えました。

○創立 60 周年記念講演会・感謝の集い
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創 立 60 周 年 記 念 行 事
○創立 60 周年記念チャリティゴルフコンペ

○創立 60 周年記念感謝デー

平成25年９月17日～20日に全店で創立60周年
記念感謝デーを行い、感謝の気持ちを還元す
るために募集した”組合員限定”特別金利定期
預金が好評であり、また、各店趣向を凝らし
た抽選会などを行い盛況でした。

平成25年９月13日（金）に笹神五頭ゴルフ倶楽部で総勢115
名のご参加をいただき開催いたしました。前日の雨で天候
が心配されましたが、当日はその雨も上がり個人戦と全店
対抗の団体戦での優勝を目指して、まさに”熱い”ラウンド
となりました。
個人戦は東堀支店代表の萱場修一さんが優勝を飾り、団体
戦では本店チームの優勝となりました。なお、当日の参加
者と当組合からのチャリティ募金を江南区社会福祉協議会
へ贈呈致しました。

団体戦優勝　本店チーム個人戦優勝の萱場さん
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創 立 60 周 年 記 念 行 事
○創立 60 周年記念旅行

○創立 60 周年記念旅行

平成25年11月17日（日）～19日（火）
南九州　２泊３日旅行
名湯・霧島温泉と砂蒸し風呂・
指宿温泉の旅

平成25年７月２日（火）、３日（水）
夏の松島観光と

「きみまろ爆笑スーパーライブ」in山形の旅
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地域貢献・社会貢献

○毎年「しんくみの日（9月3日）」週間に合わせて社会貢献活動の一環として本店駐車場において献血を行っております。当組合
役職員に加え、お客様からも献血にご協力いただいております。

H25.9.5 しんくみの日週間活動（献血）

○地域の皆様とスポーツを通じて親交を深めようと始めた「理事長杯ゲートボール大会」も今年が第25回大会となりました。

H25.8.2　第25回理事長杯ゲートボール大会

○地域の催し、お祭りなどに積極的に参加し地域の活性化に努めております。

H25.8.25　亀田まつり（甚句流し） H25.8.3横越商工大祭
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地域貢献・社会貢献

○地域の社会福祉活動や青少年の健全な育成を支援するために、社会福祉協議会等の団体に寄附をしております。

青少年育成協議会 社会福祉協議会

○振り込め詐欺被害の未然防止に努めております。

H25.4.25　振り込め詐欺の未然防止により、江南警察署において感謝状の贈呈を受けました。

○地域清掃活動
　毎朝、店舗周辺の道路、バス停等の清掃活動を実施しています。町内クリーン作戦に参加しております。
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１．中小企業の経営支援に関する取組み方針
 当組合は公共的使命を全うするために、地域経済の繁栄を願い、豊な地域社会づくりに貢献することを経営理念に掲げ、創意と工夫を活かして組合員や
地域社会の期待・信頼に応え、適切な情報公開を行うとともに、組合員の皆様と対話により金融の円滑化に取組んでおります。その取組みに際しては、当
組合の「経営理念」「経営方針」に沿った、「経営支援マニュアル」（経営改善計画書の策定支援等）を定め役職員が対応しております。

２．中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況
　お取引先企業の経営支援につきましては、企業再生・モニタリング室と営業店が連携して取組んでおります。
　経営者の皆様と話し合い、「中小企業再生支援協議会」等外部機関や「税理士」等外部専門家と連携を図りながら、経営課題を把握・分析したうえで、経
営改善計画書等を作成し、財務内容の改善と安定的な事業の継続・再生が出来ることを目的として取組んでおります。
　更に、お取引先企業の経営支援に対する要望にお応えすべく、役職員を内部・外部研修・セミナー等に参加し、コンサルティング機能の発揮をすべく、
目利き能力の向上に努めております。

３．中小企業の経営支援に関する取組み状況
ⅰ 創業・新規事業開拓の支援（平成25年度実績　５件 19百万円）

取組事例
　地域経済において成長が見込まれる分野の事業に取組む企業に対して外部専門家や外部機関と連携を図りながら、新潟県や新潟市の制度資金を活用
し支援に取組みました。

ⅱ 成長段階における支援（平成25年度実績　該当なし）
ⅲ 経営改善・事業再生・業種転換等の支援　　 

取組事例
　「中小企業金融円滑化法の期限到来に当たって講ずる総合的な対策」における「中小 企業支援ネットワーク」等が構築されたこと。
　また、「税理士」等外部専門家や「中小企業再生支援協議会」等外部機関と連携して、お取引企業の経営改善や事業再生に取組みました。

期初債務者数　　A

経営改善
支援取組率

α /A

ランクアップ
率

β / α

再生計画
策定率
δ / α

うち経営改善支援取り組み先　α
αのうち期末
に債務者区分
がランクアッ
プした先数

β

αのうち期末
に債務者区分
が変化しな
かった先数

γ

αのうち再生
計画を策定し

た先数

δ
116 先 97 先 5 先 92 先 12 先 83.62% 5.15% 12.37%

（注） ①． 本表の「債務者数」、「先数」は、正常先を除く計数です。
 ②． 期初債務者数は平成24年４月当初の債務者数です。
 ③． 債務者数、経営改善支援取組み先数は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先は含んでおりません。
 ④． 「α（アルファ）のうち期末に債務者区分がランクアップした先数β（ベータ）」は、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先です。
  なお、経営支援取組み先で期中に完済した債務者はαには含みますがβには含んでおりません。
 ⑤．「αのうち期末に債務者区分が変化しなかった先γ（ガンマ）」は、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先です。
 ⑥．「αのうち再生計画を策定した先数δ（デルタ）」は、αのうち中小企業再生支援協議会の再生計画策定先、RCCの支援決定先、当信組独自の再

生計画策定先の合計先数です。
 ⑦．期中に新たに取引を開始した取引先は、本表に含みません。

４．地域の活性化に関する取組み状況
　より細やかで行き届いたお客様サービスを図るため、当組合は協同組織金融機関としての存在意義を発揮していくため、その原点に立ち返り特性を発揮
していくことが社会的に求められています。当組合は、地域の活性化に向けて、政府の関係省庁が連携して推進する「中小企業金融円滑化法の期限到来に
当たって講ずる総合的な対策」に基づいて、以下のとおり取組んでおります。
ⅰ 円滑化法終了後も、他の金融機関等と連携し、貸付条件の変更等や円滑な資金提供に努めます。
ⅱ 経営改善計画の策定が困難なお取引先の計画策定支援（認定支援機関）に努めます。
ⅲ 再生計画策定支援の確実な実施のための、「中小企業再生支援協議会」等外部機関との連携に努めます。
ⅳ「 中小企業支援ネットワーク」の参加機関と連携して、お取引先の経営改善・事業再生の支援。
ⅴ 経営支援と併せた公的金融・信用保証協会による資金繰り支援。

中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組み状況

　当組合は、新潟市江南区に本店を置き、新潟市（うち江南区、中央区、東区、北区、西区、秋葉区に限る。但し、旧黒埼町、旧小須戸町地区を除く）、聖籠
町、阿賀野市（但し、旧京ヶ瀬村に限る）を営業地域とし、地元の中小零細事業者や住民が組合員となって、お互いに助け合い、発展していくという相互扶
助の理念に基づき運営されている協同組織金融機関です。中小零細事業者や住民一人ひとりの顔が見えるきめ細かな営業活動を行い、信用組合としての特性
発揮と機能の強化を基本方針として展開していく一方で、地域の皆様と共に発展していくために、当組合自身の健全経営の確保や経営効率の改善にも取組ん
でおります。
　このように、当組合では地域密着と健全経営の確保に向けた活動を通じて、地域の皆様からの信頼と期待にお応えできる金融機関を目指し、今後とも役職
員一丸となって経営努力を重ねてまいります。

地域貢献に関するしんえいの経営姿勢
　　　  の取組み（地域貢献情報）

金融円滑化管理方針
　当組合は公共的使命を全うするため、地域経済・地域住民の繁栄を願い、豊かな地域社会づくりに貢献することを経営理念に掲げ、創意と工夫を活かして
組合員や地域社会の期待・信頼に応え、適切な情報公開を行うとともに、組合員の皆様との対話により金融の円滑化に取組んでおります。
　その取組みに際しては、協同組合による金融事業に関する法律施行規則および組合の経営理念・経営方針に沿った金融円滑化管理方針を定め全職員が対応
しております。
　平成21年12月に施行された「中小企業金融円滑化法」は平成25年3月末で終了しましたが、中小零細企業や住宅ローンをご利用いただいているお客様から
の貸付条件の変更等や円滑な資金供給といったご要望に引き続ききめ細やかに対応してまいります。

 条件変更受付対応状況表（平成26年3月末現在） （単位：百万円）
受　　付 審　査　中 実　　行 取　下　げ 謝　絶

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
中 小 企 業 者 570 4,831 4 14 534 4,566 21 188 11 61
住 宅 ロ ー ン 55 556 0 0 44 426 6 87 5 43

合計 625 5,387 4 14 578 4,992 27 275 16 104
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事業性融資    ６９８先

設備資金 １１，７６０百万
円

運転資金 ５，６８２百万円
個人向け融資 ２，４３８先

住宅ローン １，０２２件 ８，８５０百万円
消費者ローン １，１９４件 １，１７３百万円
当座貸越、その他 ３，８２５百万円

地方公共団体及び三公社 ２先 ２，６２４百万円

　中小零細事業者および個人の皆さまの幅広い資金ニーズにお応え
するため、事業性のご融資や住宅ローンなどの個人向けの各種ロー
ンのほか、全国緊急保証制度、県、市や信用保証協会等の中小企業
向け制度融資についても積極的に対応してまいりました。

融資を通じた地域貢献
融資先数・金額

◆お客さまの親睦を図るため「友の会」を結成しており、会員数は現在419名となっております。活動としては親睦旅行、合同
友の会講演会、情報交換会など、楽しみながらお役に立つ催しを通じて交流を深めていただいております。

◆当組合で年金のお受け取りをされている方の親睦を図るため、年金友の会「遊悠倶楽部」を設立しております。会員数は現在
4,525名であり、 会員は「誕生日プレゼント」や「ふるさと特産品プレゼント」のサービスを受けられるほか、優遇金利による「ゆ
うゆう年金定期」の取扱いを実施しております。

◆日頃のお客さまへの感謝の意を込めて、毎年7月と12月に各店舗にて感謝デー（2日間）を実施しており、ご来店されたお客様に「粗
品プレゼント」や抽選会を行ない地域の皆様と親睦を深めております。  

 地域へのサービスの充実
顧客の組織化とその活動状況

各種パンフレットの配布
　預金保険制度・住宅税制のパンフレット等を顧客に配布し、顧客に有効な情報を提供しております。

情報提供活動

顧客利便性の提供

カードサービス
　当組合の本支店8店舗および袋津出張所、新津出張所のATMコーナーのほか、全国各地の信用組合・銀行・信用金庫・労働金庫・
農協のATMでもお引出し・残高照会ができます。
コンビニATMサービス
　セブン銀行との提携により、全国のセブン-イレブン、イトーヨーカドーにあるセブン銀行ATMでは、ご入金・お引出し・残高
照会がご利用いただけます。
　（時間帯によりご利用手数料が無料になります。）
ATM振込みサービス開始
　平成25年2月より全店のATMでお振込ができるようになりました。他行カードを含むキャッシュカードでのお取引となります。
ATMコーナーの365日稼働開始
　平成25年7月より本店、稲葉支店、横越支店、馬越支店、大形支店でATMコーナーの365日稼働を開始いたしました。
　祝日及び年末年始の休業日にもご利用いただけることとなりました。
　なお、営業時間、ご利用手数料等につきましては、29ページの「キャッシュサービスご利用の手数料」をご覧ください。
でんさいネットへの加盟
　平成25年2月より「でんさいネット」（全銀電子債権ネットワーク）の取扱いを開始いたしました。

　　　  の取組み（地域貢献情報）

経営者保証に関するガイドラインによる個人保証の取り組み
　日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から公表された「経営
者保証に関するガイドライン」が平成26年2月より適用が開始されています。
　当組合は経営者保証につきましては「経営者保証に関するガイドライン」を遵守して取り扱うこととしております。
　今後、お客様と保証契約を締結する場合、また、保証人のお客様が本ガイドラインに即した保証債務の整理を申し立てられた場
合は、本ガイドラインに基づき誠実に対応し、お客様との継続的かつ良好な信頼関係の構築に努めてまいります。

　当組合は、新潟県や新潟市の中小企業向け制度融資の取扱金融機
関として、積極的に中小零細企業等の資金ニーズにお応えしており
ます。

地方自治体の制度融資の取扱状況

平成26年3月期の取扱残高 ４０４件 １，１４３百万円
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リスク管理体制・法令遵守体制
経  営  管  理  体  制

○リスク管理体制
【基本的な考え方】
　金融の自由化・国際化の進展、金融界のコンピュータリゼーション、金融機関での同質化と新規参入、更には金融技術の発展により金融機関
を取り巻くリスクは一段と複雑・多様化しており、経営においてはリスク管理の重要性が飛躍的に高まっております。このような金融環境のもと、
当組合では、多様なリスクの正確な把握、適切な管理・運営を通じ、収益力の向上を図ると同時に、適正な業務の遂行を可能にする上で必須要
件であるとの認識に立ち、リスク管理体制の整備に積極的に取り組んでまいります。
　具体的には、「統合的リスク管理方針」を定め、各種リスクの管理態勢を明確化するとともに、管理するリスクごとに管理担当部署を定め、こ
れら管理担当部署において担当する各リスクについての方針を策定した上で、業務執行に伴い発生する様々なリスクを正しく把握し、かつ金融
情勢の変化に対応できるようリスクを適切に管理する体制を構築してまいります。
１．自己資本

　自己資本比率は金融機関の安全性を図る指標の一つであり、国内基準は4％以上と定められております。　
　自己資本の管理は金融機関として地域のお客様が安心して取引できる健全な体質と業務の適切性を確保する上で重要なものであることを
認識した上で、自己資本の維持・充実を図ってまいります。

２．信用リスク
　与信先の業況悪化等に伴い、資産の価値が減少ないし消滅して損失を被るリスクをいい、厳正な自己査定の実施に基づいてリスクを適正
に把握し、特定の業種や特定先に対する与信集中の防止等に努めながら当組合の資産の健全性を維持向上することを目的としています。

３．資産査定
　資産査定とは、当組合が保有する資産（貸出金、有価証券等）を個別に検討して回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合いに従って
区分することをいい、資産の不良化によりどの程度危険性にさらされているかを判定するものです。
　当組合では、貸出金等自己査定の債務者区分および分類結果等に基づいてリスクを適正に把握し、適切なポートフォリオ管理に努めると
ともに、管理手法につき、経済環境の変化、取引先の動向、市場の発達動向等に応じ随時見直しを行い与信判断の正確性を期するとともに
貸出金等の資産に関する自己査定の充実に努めております。

４．市場リスク
　金利、有価証券等の価格、為替相場等の様々な市場変動により保有する資産の価値が変動し損失を被るリスクで、金利変動により損失を
被る金利リスク、有価証券等の価格変動により資産価値が減少する価格変動リスク、為替相場の変動により為替差損が発生する為替リスク
などに区分される。
　当組合では、「市場リスク管理規程」を制定するとともに、余裕資金運用基準に基づき資金の運用と管理について、金利・為替等のリスク
管理を徹底し、安定的な収益を確保すべく常勤役員から構成される常勤会を定期的に開催し、ALM運営の重要事項について審議・決定して
おります。

５．流動性リスク
　必要な資金が調達できない場合や高金利での調達を余儀なくされることにより損失を被る資金繰りリスクと市場の混乱等により取引がで
きない場合や通常よりも著しく不利な価格での取引により損失を被る市場流動性リスク。
　当組合では、「流動性リスク管理規程」に基づき、資金繰り担当部署で運用・調達の状況を常時把握し、適切かつ安定的な資金繰り体制を
目指しております。また、緊急対応マニュアルを制定し不測の事態への対応も定め、具体的な対応手順や流動性確保を準備して流動性リス
クには万全を期しております。

６．オペレーショナルリスク
　オペレーショナルリスクとは、当組合が業務を継続していく上で常に伴うリスクであり、当組合では以下のリスクを管理の対象としています。

（１）事務リスク・・・役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起すことにより被るリスク。
（２）システムリスク・・コンピュータシステムの障害、破壊、不正利用等により被るリスク。
（３）その他のリスク・・①法務リスク：お客様に対する過失による義務違反等により生じる損害賠償等のリスク。

②人的リスク：人事運営上の不公平、差別的行為等により生じる損失等のリスク。
③有形資産リスク：災害その他により生じる店舗等の毀損・損害等により被るリスク。

７．風評リスク
　風評リスクとは、当組合の資産の健全性や収益力、自己資本等のリスク耐久力、規模、成長性、利便性及び個人情報の漏洩に伴う信用の
失墜等により、お客様から見て当組合への安心度、親密度が損なわれることにより生じた風評や、役職員自らの行為や第三者の行為により
生じた風評の流布等によって損失を被るリスクをいいます。

総 代 会リスク管理に関する体系図
監 　 　 事

リスク監査室
理 事 会

市場リスク

総合企画部 総務部

総務部

業務推進部事務管理部審査部
審査部
企業再生・
モニタリング室

総務部担 当 部 署

営　　業　　店

流動性リスク オペレーショナルリスク 風 評リスク資産査定信用リスク自己資 本

常勤理事会

リスク管理委員会

統合的リスク管理
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コンプライアンス（法令等遵守）について
経  営  管  理  体  制

○コンプライアンス基本方針
1.当組合は、金融機関としての社会的責任と公共的使命を十分認識し、健全な業務運営を通じて、お客さま及び社会からの信頼・信用を確保する。
2.当組合は、法令、諸規則、諸規程の遵守（以下「コンプライアンス」という。）を通じて、社会的規範を逸脱することなく、誠実かつ公正

に業務を遂行して、コンプライアンスの実践を図る。
3.当組合は、当組合の事業等の情報を適時かつ適切に開示して、広く社会とのコミュニケーションを図る。
4.当組合は、役職員の人格、個性を尊重するとともに、安全かつ快適な環境を確保する。
5.当組合は、社会の構成員であること及び地域社会の発展や公共の利益に深く関わる業務に携わっていることを認識し、「良き企業市民」として、

自主的かつ積極的に社会貢献活動及び環境問題に取り組む。
6.当組合は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決する。

○行動綱領

1.信用組合の持つ公共的使命の重みを常に自覚し、健全な業務運営の遂行を通して揺るぎない信頼の確立を図る。
2.地域経済活動を支える金融機関としての機能はもとより、創意と工夫を活かし、お客様のニーズに応えるとともに、セキュリティレベルの

向上や災害時の業務継続確保などお客様の利益の適切な保護にも十分配意したキメ細かい金融サービスの提供を通じて、地域社会・地域経
済の発展に貢献する。

3.あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範に悖ることのない、誠実かつ公正な組織運営を行う。
4.経営等の情報の積極的かつ公正な開示をはじめとして、幅広く地域社会とのコミュニケーションの充実を図る。
5.職員の人権、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保する。
6.資源の効率的な利用や廃棄物の削減を実践するとともに、環境保全に寄与する金融サービスを提供するなど、環境問題に積極的に取り組む。
7.信用組合が地域社会の中においてこそ存続・発展しうる存在であることを自覚し、地域社会と共に歩む「良き市民」として、積極的に社会

への貢献活動に取り組む。
8.社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は、これを断固として排除し関係遮断を徹底する。

しんえいお客様相談室　℡ 0120-400-103　のご案内

　当組合では、お客様からのご要望にお応えするため「お客様相談室」を設置しております。信用組合業務に関してお困りのことや当組合への
ご意見、ご要望がございましたら、ご遠慮なくお申し付けください。
　＊お客様相談室では振り込め詐欺による被害のご相談をお受けしております。
　＊平成25年度に「お客様相談室」によせられた相談・苦情等につきましては、以下の状況でした。
　　・預金の払戻に関するもの　1件 　・顧客応対に関するもの　1件　　・渉外担当に関するもの　1件

1.当組合は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し不当要求に対しては断固として拒絶します。
2.当組合は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。
3.当組合は、反社会的勢力に対して資金提供・便宜供与及び裏取引は行いません。
4.当組合は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係

を構築します。
5.当組合は、反社会的勢力による不当要求に対しては民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。

当組合は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり「反社会的
勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。

※定款、預金規定、融資契約書、出資金申込書等に「暴力団排除条項」を追加するとともに、預金口座開設時など各種取引のお申込みの際にお
客様が反社会的勢力に該当しないことを表明し、確約していただいております。取り組みの趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします

○反社会的勢力に対する基本方針
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苦情処理措置・紛争解決措置等について
経  営  管  理  体  制

金融に関するトラブルの早期解決を図る制度として裁判外紛争解決制度（金融ADR制度）が導入され、指定紛争解決機関との契約締結が義務付
けられております。
当組合では、この制度を踏まえて苦情処理措置及び紛争解決措置を設け、金融トラブルへの迅速・公平・適切な対応を図り、信頼の向上に努め
ております。

新栄信用組合　お客様相談室（事務管理部）
電話番号：0120－400103
受付時間：午前9時～午後5時（土曜・日曜・祝日および組合の休業日を除く）

新潟県信用組合協会
　　　　　　　住　　　所：〒950-0088　新潟市中央区万代1-1-28（信用組合会館2階）
　　　　　　　電 話 番 号：025－247－7433
　　　　　　　受 付 時 間：午前9時～午後5時（土曜・日曜・祝日および協会の休業日を除く）

しんくみ相談所（一般社団法人全国信用組合中央協会）
　　　　　　　住　　　所：〒104-0031　東京都中央区京橋1-9-1（全国信用組合会館内）
　　　　　　　電 話 番 号：03－3567－2456
　　　　　　　受 付 時 間：午前9時～午後5時（土曜・日曜・祝日および協会の休業日を除く）

弁護士会等
新潟県弁護士会 示談あっせんセンター （電話：025－222－5533）
東京弁護士会 紛争解決センター （電話：03－3581－0031）
第一東京弁護士会 仲裁センター （電話：03－3595－8588）
第二東京弁護士会 仲裁センター （電話：03－3581－2249）
生命保険相談所（一般社団法人生命保険協会） （電話：03－3286－2648）
そんぽADRセンター（一般社団法人日本損害保険協会） （電話：0570－022808）

仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続きを進め
る方法があります。
① 移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管する。
② 現地調停：東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共

同して解決に当たる。

＊移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳でありませんのでご注意ください。
　具体的な内容は仲裁センター等にご照会ください。

ご契約内容や商品に関する相談･苦情･お問合せは、お取引のある営業店またはお客様相談室にお申し出ください。

弁護士による紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客様はお客様相談室または、新潟県信用組合協会、しんくみ相談所
にお申し出ください。また、お客様から下記の各弁護士会に直接お申しでいただくことも可能です。なお、下記弁護士会の仲裁センター等は、
東京都以外のお客様もご利用いただけます。

なお、苦情対応等の手続きについては、当組合のホームページをご覧ください。
http://www.shinei-shinkumi.co.jp/

○苦情処理措置

○紛争解決措置



— 18 —

報酬体系について

職員数 （単位：人）
平成24年度 平成25年度

男　子 52 53
女　子 26 26
合　計 78 79

平成24年度 平成25年度
個　　人 15,301 15,585
法　　人 838 823
合　　計 16,139 16,408
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総合企画部業務推進部 総　務　部 事務管理部 審　査　部 企業再生・
モニタリング室

第二ブロック第一ブロック

常勤理事

専務理事

理 事 長リスク監査室

理 事 会

監 事 会

総代会

常勤理事会（常勤会）

連携

役員一覧（理事および監事の氏名・役職名） 平成26年７月現在
理 事 長 宇　野　勝　雄 専 務 理 事 赤　塚　義　廣 常 勤 理 事 加　藤　正　良
常 勤 理 事 大　崎　新　一 理 事 坂　井　俊　一 理 事 五十嵐　　豊　
理 事 長谷部　一　裕 常 勤 監 事 瀧　澤　　弘　 監 事 土　田　　進　
員 外 監 事 坂　井　藤　雄

注）当組合は、職員出身者以外の理事３名の経営参画により、ガバナンスの向上や組合員の意見の多面的な反映に努めています。

経  営  管  理  体  制

1．対象役員
　当組合における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は常勤理事及び常勤監事をいいます。対象役員に対する報酬等は、職務執行の対価として支払う「基本報酬」及び「賞
与」、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰労金」で構成されております。
（1）報酬体系の概要
【基本報酬及び賞与】
　非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総代会において理事全員及び監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を決定しております。
　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理事の賞与額については前年度の業績等をそれぞれ勘案し、当組合の理事会において決定しており
ます。また、各監事の基本報酬額及び賞与額につきましては、監事の協議により決定しております。

【退職慰労金】
　退職慰労金につきましては、在任期間中に引当金を計上し、退任後に総代会で承認を得たうえで支払っております。
　なお、当組合では、全役員に適用される退職慰労金の支払いに関して、主として次の事項を規程で定めております。
　a．決定方法　b．支払手段　c．決定時期と支払時期

（2）平成25年度における対象役員に対する報酬等の支払総額（単位：百万円）
区　分 支払総額

対象役員に対する報酬等 32
注1．対象役員に該当する理事は4名、監事は1名です。
注2．上記の金額は、「基本報酬」のみとなっております。「賞与」の支払はありません。
　また、「退職慰労金」については過年度に繰り入れた引当金を超える退職慰労金の支払及び退職慰労引当金の繰り入れはありません。
注3．使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めております。

（3）その他
　「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第69条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用協同組合等の業務の運営又は財産の状況に重要な
影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平成24年3月29日付金融庁告示第23号）第3条第1項第3号及び第6号に該当する事項はありません。

2．対象職員等
　当組合における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当組合の非常勤役員及び職員であって、対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当組
合の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。
　なお、平成25年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。
　注1．対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。
　注2．「同等額」は、平成25年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。
　注3．当組合の職員の給与、賞与及び退職金は当組合における「賃金規程」及び「退職金規程」に基づき支払っております。
　　　なお、当組合は、非営利・相互扶助の協同組合組織の金融機関であり、業績連動型の報酬体系を取り入れた自社の利益を上げることや株価を上げることに動機づけされた
報酬となっていないため、職員が過度なリスクテイクを引き起こす報酬体系はありません。 

事業の組織・役員・職員・組合員

組合員数 （単位：人）
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経 理 ・ 経 営 内 容
業務純益 （単位：千円）

項　　　　　目 平成24年度 平成25年度
業 務 純 益 117,626 74,201

総資金利鞘等 （単位：％）
区　　　　　分 平成24年度 平成25年度

資 金 運 用 利 回 （ a ） 1.67 1.53
資 金 調 達 原 価 率 （ b ） 1.39 1.35
資 金 利 鞘 （ a - b ） 0.28 0.18

経費の内訳 （単位：千円）
項　　　　　目 平成24年度 平成25年度

人 件 費 415,149 442,140
報 酬 給 料 手 当 327,977 328,778
退 職 給 付 費 用 40,524 67,923
そ の 他 46,647 45,437

物 件 費 292,390 290,363
事 務 費 107,679 107,166
固 定 資 産 費 65,911 61,345
事 業 費 28,333 29,141
人 事 厚 生 費 9,459 7,905
預 金 保 険 料 35,902 36,709
減 価 償 却 費 45,104 48,095

税 金 8,769 8,959
経 費 合 計 716,309 741,463

役務取引等の状況 （単位：千円）
科　　　　　目 平成24年度 平成25年度

役 務 取 引 等 収 益 30,532 29,977
受 入 為 替 手 数 料 16,300 16,067
その他の受入手数料 14,231 13,910
その他の役務取引等収益 － －

役 務 取 引 等 費 用 77,148 77,697
支 払 為 替 手 数 料 6,802 6,729
その他の支払手数料 1,038 1,042
その他の役務取引等費用 69,307 69,925

その他業務収益の内訳 （単位：千円）
項　　　　　目 平成24年度 平成25年度

外 国 為 替 売 買 益 － －
商品有価証券売買益 － －
国 債 等 債 券 売 却 益 2,288 1,602
国 債 等 債 券 償 還 益 － 131
そ の 他 の 業 務 収 益 8,144 12,039
その他業務収益合計 10,432 13,773

総資産利益率 （単位：％）
区　　　　　分 平成24年度 平成25年度

総 資 産 経 常 利 益 率 0.42 0.19
総 資 産 当 期 純 利 益 率 0.41 0.18

（注）総資産経常（当期純）利益率＝
 経常（当期純）利益 

× 1 0 0
 総資産（債務保証見返を除く）平均残高

資金運用勘定、調達勘定の平均残高等
科　　　目 年 度 平均残高 利　息 利回り

資 金 運 用
勘 定

2 4 年 度 54,079 百万円 907,939 千円 1.67 ％

2 5 年 度 55,869 858,594 1.53
う ち
貸 出 金

2 4 年 度 33,291 775,908 2.33
2 5 年 度 33,769 734,642 2.17

う ち
預 け 金

2 4 年 度 18,622 109,654 0.58
2 5 年 度 19,751 88,609 0.44

う ち
金融機関貸付等

2 4 年 度 － － －
2 5 年 度 － － －

う ち
有 価 証 券

2 4 年 度 2,006 16,021 0.79
2 5 年 度 2,190 28,993 1.32

資 金 調 達
勘 定

2 4 年 度 53,366 35,092 0.06
2 5 年 度 55,239 39,724 0.07

う ち
預 金 積 金

2 4 年 度 53,348 35,092 0.06
2 5 年 度 55,239 39,724 0.07

う ち
譲渡性預金

2 4 年 度 － － －
2 5 年 度 － － －

う ち
借 用 金

2 4 年 度 － － －
2 5 年 度 － － －

役職員 1 人当りの預金および貸出金残高（単位：百万円）
区　　　　　分 平成24年度 平成25年度

役 職 員 1 人 当 り の 預 金 残 高 663 679
役 職 員 1 人 当 り の 貸 出 金 残 高 412 413
（注）計算の基礎となる職員数は期末常勤役職員数であります。

資 　 金 　 調 　 達

区　　分
平成24年度 平成25年度

金　　額 構成比 金　　額 構成比
個 人 49,788 92.7 51,585 92.6
法 人 3,936 7.3 4,140 7.4

一般法人 3,925 7.3 4,126 7.4
金融機関 2 0.0 － －
公 金 9 0.0 13 0.0

合     計 53,725 100.0 55,726 100.0

科　　目
平成24年度 平成25年度

金　　額 構成比 金　　額 構成比
流動性預金 14,392 27.0 14,608 26.4
定期性預金 38,955 73.0 40,631 73.6
譲渡性預金 － － － －
その他の預金 － － － －

合　　計 53,348 100.0 55,239 100.0
（注）変動金利定期預金の取扱いはありません。

区　　　　　分 平成24年度 平成25年度
1 店 舗 当 り の 預 金 残 高 6,715 6,965
1 店 舗 当 り の 貸 出 金 残 高 4,178 4,239

1 店舗当りの預金および貸出金残高 （単位：百万円）

区　　　　　分 平成24年度 平成25年度

預 貸 率
（ 期 末 ） 62.22 60.85
（期中平均） 62.40 61.13

預 証 率
（ 期 末 ） 3.60 4.51
（期中平均） 3.76 3.96

預貸率および預証率 （単位：％）

項　　　　　目 平成24年度 平成25年度
受 取 利 息 の 増 減 △ 49,086 △ 49,345
支 払 利 息 の 増 減 △ 5,859 4,632

受取利息および支払利息の増減 （単位：千円）

預金種目別平均残高 （単位：百万円、％） 預金者別預金残高 （単位：百万円、％）

項　　　　　目 平成24年度 平成25年度
資 金 運 用 収 益 907,939 858,594
資 金 調 達 費 用 35,092 39,724

資 金 運 用 収 支 872,846 818,870
役 務 取 引 等 収 益 30,532 29,977
役 務 取 引 等 費 用 77,148 77,697

役 務 取 引 等 収 支 △ 46,616 △ 47,720
そ の 他 業 務 収 益 10,432 13,773
そ の 他 業 務 費 用 8,781 734

そ の 他 業 務 収 支 1,651 13,039
業 務 粗 利 益 827,882 784,189
業 務 粗 利 益 率 1.53 % 1.40 %

（注）  業務粗利益率＝
 業務粗利益 

× 1 0 0
 資金運用勘定計平均残高

粗利益 （単位：百万円、％）
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資 　 金 　 運 　 用

債務保証見返額担保別残高 （単位：百万円、％）

区　　　分 平成24年度 平成25年度
金　　額 構成比 金　　額 構成比

当 組 合 預 金 積 金 8 53.3 － －
有 価 証 券 － － － －
動 産 － － － －
不 動 産 6 40.0 5 97.4
そ の 他 － － － －

小　　　計 14 93.3 5 97.4
信用保証協会・信用保険 － － － －
保 証 － － － －
信 用 1 6.7 0 2.6

合　　　計 15 100.0 5 100.0

有価証券種類別平均残高 （単位：千円、％）

区　　　分 平成24年度 平成25年度
金　　額 構成比 金　　額 構成比

国 債 16,936 0.8 198,602 9.1
地 方 債 － － － －
短 期 社 債 － － － －
社 債 43,787 2.2 9,588 0.4
株 式 43,486 2.2 35,468 1.6
外 国 証 券 1,691,526 84.3 1,842,733 84.1
投 資 信 託 210,863 10.5 103,932 4.8

合　　　計 2,006,601 100.0 2,190,326 100.0

貸出金種類別平均残高 （単位：百万円、％）

科　　　　目 平成24年度 平成25年度
金　　額 構成比 金　　額 構成比

割 引 手 形 379 1.1 395 1.2
手 形 貸 付 1,601 4.8 1,780 5.3
証 書 貸 付 30,111 90.5 30,466 90.2
当 座 貸 越 1,199 3.6 1,126 3.3

合　　　計 33,291 100.0 33,769 100.0

貸出金金利区分別残高 (単位：百万円、％)

項　　　　目 平成24年度 平成25年度
金　　額 構成比 金　　額 構成比

固 定 金 利 22,698 67.9 24,009 70.8
変 動 金 利 10,731 32.1 9,904 29.2

合　　　計 33,429 100.00 33,914 100.00

貸出金償却額 （単位：百万円）
項　　　　目 平成24年度 平成25年度

貸 出 金 償 却 額 7 5

貸出金業種別残高・構成比 （単位：百万円、％）

業　　種　　別 平成24年度 平成25年度
金　　額 構成比 金　　額 構成比

製 造 業 1,602 4.8 1,507 4.4
農 業 ・ 林 業 265 0.8 19 0.1
漁 業 － － － －
鉱業・採石業・砂利採取業 － － － －
建 設 業 2,850 8.5 2,442 7.2
電気・ガス・熱供給・水道業 － － － －
情 報 通 信 業 14 0.0 52 0.2
運 輸 業 ・ 郵 便 業 124 0.4 105 0.3
卸 売 業 ・ 小 売 業 1,523 4.6 1,587 4.7
金 融 業 ・ 保 険 業 56 0.2 55 0.2
不 動 産 業 9,428 28.2 9,924 29.3
物 品 賃 貸 業 95 0.3 85 0.2
学術研究・専門技術サービス業 174 0.5 36 0.1
宿 泊 業 0 0.0 － －
飲 食 業 254 0.8 214 0.6
生活関連サービス業・娯楽業 254 0.8 240 0.7
教 育・学 習 支 援 業 － － － －
医 療 ・ 福 祉 103 0.3 102 0.3
そ の 他 の サ ー ビ ス 1,186 3.5 1,066 3.1
そ の 他 の 産 業 － － － －

小　　　計 17,936 53.7 17,441 51.4
地 方 公 共 団 体 1,046 3.1 2,624 7.7
雇用・能力開発機構等 － － － －
個 人（ 住 宅・消 費 資 金 等 ） 14,446 43.2 13,848 40.9

合　　　計 33,429 100.0 33,914 100.0

貸倒引当金の内訳 （単位：百万円）

項　　　　目 平成24年度 平成25年度
期末残高 増減額 期末残高 増減額

一 般 貸 倒 引 当 金 80 △ 69 60 △ 20
個 別 貸 倒 引 当 金 181 △ 121 134 △ 47
貸 倒 引 当 金 合 計 261 △ 191 194 △ 67
（注）当組合は、特定海外債権を保有しておりませんので「特定海外債権引当勘定」に係る引当

は行っておりません。

貸出金使途別残高 （単位：百万円、％）

区　　　分 平成24年度 平成25年度
金　　額 構成比 金　　額 構成比

運 転 資 金 8,121 24.3 7,371 21.7
設 備 資 金 25,307 75.7 26,543 78.3

合　　　計 33,429 100.0 33,914 100.0

消費者ローン・住宅ローン残高 （単位：百万円、％）

区　　　分 平成24年度 平成25年度
金　　額 構成比 金　　額 構成比

消 費 者 ロ ー ン 1,280 12.5 1,173 11.7
住 宅 ロ ー ン 8,981 87.5 8,850 88.3

合　　　計 10,261 100.0 10,023 100.0

貸出金担保別残高 （単位：百万円、％）

区　　　分 平成24年度 平成25年度
金　　額 構成比 金　　額 構成比

当 組 合 預 金 積 金 1,235 3.7 1,216 3.6
有 価 証 券 － － － －
動 産 － － － －
不 動 産 23,199 69.4 23,169 68.3
そ の 他 － － － －

小　　　計 24,435 73.1 24,386 71.9
信用保証協会・信用保険 4,245 12.7 4,021 11.9
保 証 2,137 6.4 3,816 11.2
信 用 2,611 7.8 1,689 5.0

合　　　計 33,429 100.0 33,914 100.0

代理貸付残高の内訳 （単位：百万円） 公共債窓販実績残高 （単位：百万円）

内国為替取扱実績 （単位：百万円）

区　　　　　　　　　　　　分 平成24年度 平成25年度
全 国 信 用 協 同 組 合 連 合 会 6 5
日 本 政 策 金 融 公 庫（ 旧 中 小 公 庫 ） － －
日 本 政 策 金 融 公 庫（ 旧 国 民 公 庫 ） 1 0
住 宅 金 融 支 援 機 構 657 538
福 祉 医 療 機 構 10 9

合　　　　　計 675 554

項　　目 平成24年度 平成25年度
個　人　向　け　国　債 117 74

区　　　　　　　分 平成24年度 平成25年度
件　数 金　額 件　数 金　額

送金・振込 他の金融機関向け 16,511 12,144 16,402 14,369
他の金融機関から 39,426 13,977 39,285 15,116

代 金 取 立 他の金融機関向け 106 254 101 139
他の金融機関から 4 0 8 101

そ の 他 業 務
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資　金　運　用

1．有価証券関係
（１）売買目的有価証券 「該当ありません」
（２）満期保有目的の債券

2．金銭の信託関係 「該当ありません」

（３）子会社・子法人等株式および関連法人等株式 「該当ありません」
（４）その他有価証券

（５）当期中に売却した満期保有目的の債券 「該当ありません」
（６）当期中に売却したその他有価証券

（８）保有目的を変更した有価証券 「該当ありません」
（９）有価証券の種類別の残存期間別の残高

（７）時価を把握するのが極めて困難と認められる有価証券の貸借対照表計上額

項　　目
平成24年度 平成25年度

貸借対照表
計上額 時　価 差　額 貸借対照表

計上額 時　価 差　額

外国証券
時価が貸借対照表計上額を超えるもの 224,110 269,020 44,910 324,110 381,086 56,976
時価が貸借対照表計上額を超えないもの 799,868 714,808 △ 85,060 300,000 268,881 △ 31,119

計 1,023,978 983,828 △ 40,150 624,110 649,967 25,857

合 　 計
時価が貸借対照表計上額を超えるもの 224,110 269,020 44,910 324,110 381,086 56,976
時価が貸借対照表計上額を超えないもの 799,868 714,808 △ 85,060 300,000 268,881 △ 31,119

計 1,023,978 983,828 △ 40,150 624,110 649,967 25,857
（注）時価は、当事業年度末における市場価格等に基づいております。

項　　目
平成24年度 平成25年度

貸借対照表
計上額 取得原価 差　額 貸借対照表

計上額 取得原価 差　額

国 債
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの － － － 303,470 301,416 2,053
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの － － － － － －

計 － － － 303,470 301,416 2,053

社 債
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの － － － － － －
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの － － － 99,923 100,000 △ 76

計 － － － 99,923 100,000 △ 76

株 式
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 34,344 21,100 13,243 12,970 11,585 1,384
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの － － － － － －

計 34,344 21,100 13,243 12,970 11,585 1,384

投資信託
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの － － － － － －
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 100,771 106,434 △ 5,663 100,193 101,117 △ 924

計 100,771 106,434 △ 5,663 100,193 101,117 △ 924

外国証券
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 303,010 301,855 1,154 853,174 851,675 1,499
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 452,234 454,791 △ 2,557 501,263 503,084 △ 1,821

計 755,244 756,647 △ 1,403 1,354,437 1,354,759 △ 321

合 計
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 337,354 322,955 14,398 1,169,614 1,164,676 4,937

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 553,005 561,226 △ 8,221 701,379 704,201 △ 2,822
計 890,359 884,182 6,177 1,870,993 1,868,879 2,114

（注）貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づいております。

期別
種類

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
売却額 売却益 売却損 売却額 売却益 売却損

そ の 他 有 価 証 券 701,499 2,288 6,969 336,228 19,143 166

内　　　　　　容 平成24年度 平成25年度
そ の 他 有 価 証 券
非上場株式（店頭売買株式を除く） 22,350 22,350

期別
種類

期間の定めのないもの 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度

国 債 － － － － － － － 303,470 － －
社 債 － － － － － 99,923 － － － －
株 式 56,694 35,320 － － － － － － － －
外 国 証 券 － － 302,694 301,400 452,550 1,053,037 200,000 － 823,978 624,110
投 資 信 託 100,771 100,193 － － － － － － － －
合 　 　 　 計 157,465 135,513 302,694 301,400 452,550 1,152,960 200,000 303,470 823,978 624,110

有価証券の時価情報 （単位：千円）
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財 　 産 　 の 　 状 　 況
リスク管理債権及び同債権に対する保全額 （単位：千円、％）

区　　　　分 残　　　高
（A）

担保・保証等
（B）

貸倒引当金
（C）

保全率
（B+C）/A

破 綻 先 債 権
平 成 2 4 年 度 18,098 18,098 － 100.00
平 成 2 5 年 度 5,524 5,524 － 100.00

延 滞 債 権
平 成 2 4 年 度 813,685 611,787 181,161 97.45
平 成 2 5 年 度 603,881 440,416 134,127 95.14

3 ヵ 月 以 上 延 滞 債 権
平 成 2 4 年 度 2,208 2,208 325 100.00
平 成 2 5 年 度 － － － －

貸 出 条 件 緩 和 債 権
平 成 2 4 年 度 266,668 140,419 39,328 67.40
平 成 2 5 年 度 250,304 153,600 44,123 78.99

合 計
平 成 2 4 年 度 1,100,661 772,514 220,815 90.24
平 成 2 5 年 度 859,710 599,541 178,251 90.47

（注）　１． 「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸
出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令第96条第１項第３号のイ．会社更生法等の規定による更生手続開始の申立てがあっ
た債務者、ロ．民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがあった債務者、ハ．破産法の規定による破産の申立てがあった債務者、ニ．会社法の規定による特別清算開始の申立てがあっ
た債務者、ホ．手形交換所の取引停止処分を受けた債務者、等に対する貸出金です。

２． 「延滞債権」とは、上記１．および債務者の経営再建又は支援（以下「経営再建等」という。）を図ることを目的として利息の支払いを猶予したもの以外の未収利息不計上貸出金です。
３． 「３ヵ月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している貸出金（上記１．および２．を除く）です。保全額が残高を超えているのは、当組合

の規程により一般貸倒引当金の算出方法が貸出金残高に対して一定率を引き当てることによるものです。
４． 「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金（上

記１．～３．を除く）です。
５． 「担保・保証等（B）」は、自己査定に基づく担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額です。
６． 「貸倒引当金（C）」は、リスク管理債権区分の各項目の貸出金に対して引き当てた金額を記載しており、リスク管理債権以外の貸出金等に対する貸倒引当金は含まれておりません。

金融再生法開示債権及び同債権に対する保全額 （単位：千円、％）

（注）　１． 「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。
２． 「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権です。
３． 「要管理債権」とは、「３ヵ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する債権です。
４． 「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に問題がない債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権です。
５．「担保・保証等（B）」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
６．「貸倒引当金（C）」は、「正常債権」に対する一般貸倒引当金を控除した貸倒引当金です。

区　　　分 債権額
（A）

担保・保証等
（B）

貸倒引当金
（C）

保全額
（D）=（B）+（C）

保全率
（D）/（A）

貸倒引当金
引当率

（C）/（A－B）

破 産 更 生 債 権 及 び
こ れ ら に 準 ず る 債 権

平 成 2 4 年 度 463,778 329,778 134,000 463,778 100.00 100.000
平 成 2 5 年 度 316,984 232,367 84,616 316,984 100.00 100.000

危 険 債 権
平 成 2 4 年 度 370,027 302,129 47,161 349,291 94.39 69.460
平 成 2 5 年 度 301,421 222,572 49,511 272,083 90.26 62.793

要 管 理 債 権
平 成 2 4 年 度 268,877 142,628 39,654 182,282 67.79 31.410
平 成 2 5 年 度 250,304 153,600 44,123 197,724 78.99 45.628

不 良 債 権 計
平 成 2 4 年 度 1,102,683 774,536 220,815 995,352 90.26 67.292
平 成 2 5 年 度 868,710 608,541 178,251 786,792 90.57 68.514

正 常 債 権
平 成 2 4 年 度 32,383,824
平 成 2 5 年 度 33,092,427 　

合 計
平 成 2 4 年 度 33,486,508 　　
平 成 2 5 年 度 33,961,137

＊金融再生法に基づく開示債権は、貸出金のほか未
収利息、仮払金、債務保証見返の合計（ただし、
要管理債権は貸出金のみが対象）です。

不良債権比率
（不良債権額合計÷債権額合計）

平成24年度 3.29%

平成25年度 2.55%

金融再生法
開示債権

33,961百万円

金融再生法開示債権構成比

■破産更生債権及び
　これらに準ずる債権 0.93%

■危険債権 0.88%

■要管理債権 0.73%

　不良債権合計 2.55%

■正常債権 97.44%
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（1）自己資本比率の構成に関する事項 （単位：百万円）
自己資本の状況について

項　　目 平成25年度 経過措置による
不算入額

コア資本に係る基礎項目　　（1）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員勘定の額 1,910

うち、出資金及び資本剰余金の額 1,316
うち、利益剰余金の額 615
うち、外部流出予定額（△） 21
うち、上記以外に該当するものの額 －

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額　　 60
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 60
うち、適格引当金コア資本算入額 －

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 －
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基
礎項目の額に含まれる額　 －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額のうち、コア資本に係る基礎項
目の額に含まれる額 －

コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　　　　　（イ） 1,970
コア資本に係る調整項目　　（2）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 － 8

うち、のれんに係るものの額 － －
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 － 8

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 － －
適格引当金不足額　　 － －
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － －
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 － －
前払年金費用の額 － －
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額　　 － －
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 － －
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － －
信用協同組合連合会の対象普通出資等の額 － －
特定項目に係る10％基準超過額 － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － －

特定項目に係る15％基準超過額 － －
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － －

コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　（ロ） －
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ））　　　　　　　（ハ） 1,970
リスク・アセット等　（3）
信用リスク・アセットの額の合計額 20,883

資産（オン・バランス）項目 20,878
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 8

うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。） 8
うち、繰延税金資産 －
うち、前払年金費用 －
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー －
うち、上記以外に該当するものの額 －

オフ・バランス等取引項目 4
CVAリスク相当額を8%で除して得た額 －
中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額 －

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％で除して得た額 1,629
信用リスク・アセット調整額 －
オペレーショナル・リスク相当額調整額 －
リスク・アセット等の額の合計額　　　　　　　（ニ） 22,513
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）／（ニ）） 8.75%
（注） 自己資本比率の算出方法を定めた「協同組合による金融事業に関する法律第６条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、 信用協同組合及び信用協同組合連合会が
その保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第22号）」が平成25年３月８日に改正され、平成26年３月31日から改正後
の告示が適用されたことから、平成24年度においては旧告示に基づく開示、平成25年度においては新告示に基づく開示を行っております。なお、当組合は国内基準を採用しております。
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（1）自己資本比率の構成に関する事項（続き） （単位：百万円）
自己資本の状況について

項　　　　　目 平成24年度

出 資 金 1,298

非 累 積 的 永 久 優 先 出 資 金 490

優 先 出 資 申 込 証 拠 金 －

資 本 準 備 金 36

そ の 他 資 本 剰 余 金 －

利 益 準 備 金 69

特 別 積 立 金 436

繰 　 　 　 越 　 　 　 金 （ 当 期 末 残 高 ） 3

そ の 他 －

自 己 優 先 出 資 △ －

自 己 優 先 出 資 申 込 証 拠 金 －

そ の 他 有 価 証 券 の 評 価 差 損 △ －

営 業 権 相 当 額 △ －

の れ ん 相 当 額 △ －

企 業 結 合 に よ り 計 上 さ れ る 無 形 固 定 資 産 相 当 額 △ －

証 券 化 取 引 に よ り 増 加 し た 自 己 資 本 に 相 当 す る 額 △ －

基 本 的 項 目 （ A ） 1,843

土 地 の 再 評 価 額 と 再 評 価 の 直 前 の 帳 簿 価 額 の 差 額 の 4 5 ％ に 相 当 す る 額 －

一 般 貸 倒 引 当 金 80

負 債 性 資 本 調 達 手 段 等 －

負 債 性 資 本 調 達 手 段 －

期 限 付 劣 後 債 務 及 び 期 限 付 優 先 出 資 －

補 完 的 項 目 不 算 入 額 △ －

補 完 的 項 目 （ B ） 80

自 己 資 本 総 額 ［ （ A ） ＋ （ B ） ］ （ C ） 1,924

他 の 金 融 機 関 の 資 本 調 達 手 段 の 意 図 的 な 保 有 相 当 額 －

負 債 性 資 本 調 達 手 段 及 び こ れ に 準 ず る も の －

期 限 付 劣 後 債 務 及 び 期 限 付 優 先 出 資 並 び に こ れ ら に 準 ず る も の －

非同時決済取引に係る控除額及び信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デリバティブ
の免責額に係る控除額 －

基本的項目からの控除分を除く、自己資本控除とされる証券化エクスポージャー及び信用補完機能を持
つⅠ/0ストリップス（告示第223条を準用する場合を含む。） －

控 除 項 目 不 算 入 額 △ －

控 除 項 目 計 （ D ） －

自 己 資 本 額 ［ （ C ） － （ D ） ］ （ E ） 1,924

（ リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 ）

資 産 （ オ ン ・ バ ラ ン ス ） 項 目 20,853

オ フ ・ バ ラ ン ス 取 引 等 項 目 13

オ ペ レ ー シ ョ ナ ル ・ リ ス ク 相 当 額 を 8 ％ で 除 し て 得 た 額 1,732

リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 計 （ F ） 22,599

単 体 T i e r 1 比 率 （ A ／ F ） 8.15 ％

単 体 自 己 資 本 比 率 （ E ／ F ） 8.51 ％

（注）「協同組合による金融事業に関する法律第６条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資
本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（平成18年金融庁告示第22号）に係る算式に基づき算出しております。なお、当組合は国内基準を採用しております。
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平成24年度 平成25年度
リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

イ．信用リスクアセット・所要自己資本の額合計 20,866 834 20,883 835
①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー 20,866 834 20,875 835

（ⅰ） ソ ブ リ ン 向 け 97 3 86 3
（ⅱ） 金 融 機 関 向 け 4,052 162 4,346 173
（ⅲ） 法 人 等 向 け 6,736 269 6,911 276
（ⅳ） 中 小 企 業 等 ・ 個 人 向 け 2,812 112 2,543 101
（ⅴ） 抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン 5,860 234 5,742 229
（ⅵ） 不 動 産 取 得 等 事 業 向 け 96 3 164 6
（ⅶ） 三 月 以 上 延 滞 等 326 13 248 9
（ⅷ） 出 資 等 0 0

出資等のエクスポージャー 0 0
重要な出資のエクスポージャー － －

（ⅸ） 他の金融機関等の対象資本調達手段のうち対象普通出
資等に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー － －

（ⅹ） 信用協同組合連合会の対象普通出資等であってコア資
本にかかる調整項目の額に参入されなかった部分に係るエク
スポージャー

158 6

（ⅺ） その他 884 35 671 26
②証券化エクスポージャー － － － －
③経過措置によりリスク・アセットの額に参入されるものの額 8 0
④他の金融機関等の対象資本調達手段に係る経過措置によりリスク・ア
セットの額に参入されなかったものの額 － －

⑤ CVA リスク相当額を 8％で除して得た額 － －
⑥中央清算機関関連エクスポージャー － －

ロ．オペレーショナル・リスク 1,732 69 1,629 65
ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ） 22,599 903 22,513 900

（注）１．所要自己資本の額リスク・アセットの額×4％
２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額です 。
３．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社、外国の中央政府以外の公共部門（当

該国内においてソブリン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、信用保証協会等のことです。
４．「三月以上延滞等」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から３か月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブリン向け」、「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」、「法

人等向け」においてリスク・ウエイトが150%になったエクスポージャーのことです。
5．「その他」とは、（ⅰ）～（Ⅹ）に区分されないエクスポージャーです。具体的には、有形固定資産、無形固定資産等が含まれます。なお、平成24年度の「出資等」エクスポージャーは、「その他」に含めて

記載しています。
６．オペレーショナル・リスクは、当組合は基礎的手法を採用しています 。

＜オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法＞
　　粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×15％　  ÷8％　　  直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数

７．単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×4％

（3）信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く） （単位：百万円）
イ．信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高
〈地域別・業種別・残存期間別〉

ロ．一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
　 （20ページ参照）

エクスポージャー 信用リスクエクスポージャー期末残高 三月以上延滞エクスポー
ジャー地域区分

業種区分
期間区分

区分 貸出金、コミットメント及びその他のデリバ
ティブ以外のオフ・バランス取引 債　　券 デリバティブ取引

24年度 25年度 24年度 25年度 24年度 25年度 24年度 25年度 24年度 25年度
国 内 54,247 55,900 33,486 33,961 13 415 － － 437 324
国 外 1,873 2,077 － － 1,873 2,077 － － － －
地 域 別 合 計 56,120 57,978 33,486 33,961 1,886 2,493 － － 437 324
製 造 業 1,621 1,535 1,621 1,526 － － － － 48 12
農 業 ・ 林 業 265 18 265 18 － － － － 15 －
漁 　 業 － － － － － － － － － －
鉱業・採石業・砂利採取業 － － － － － － － － － －
建 設 業 2,851 2,436 2,851 2,436 － － － － 71 26
電気・ガス・熱供給・水道業 － － － － － － － － － －
情 報 通 信 業 13 12 13 12 － － － － － －
運 輸 業 ・ 郵 便 業 110 93 110 93 － － － － － －
卸 売 業 ・ 小 売 業 1,520 1,793 1,520 1,793 － － － － 34 30
金 融 業 ・ 保 険 業 20,324 21,971 57 52 994 1,692 － － － －
不 動 産 業 9,468 9,967 9,468 9,967 － － － － 169 180
各 種 サ ー ビ ス 業 2,154 1,766 2,154 1,766 － － － － 1 －
国 ・ 地 方 公 共 団 体 等 1,944 3,431 1,052 2,630 891 801 － － － －
個 　 人 14,355 13,651 14,355 13,651 － － － － 96 74
そ の 他 1,489 1,301 13 13 － － － － － －
業 種 別 合 計 56,120 57,978 33,486 33,961 1,886 2,493 － － 437 324
1 年 以 下 11,433 9,470 2,829 3,294 303 302 － －
1  年 超  3  年 以 下 9,214 7,774 2,262 1,591 301 954 － －
3  年 超  5  年 以 下 5,652 8,662 2,186 2,228 151 199 － －
5  年 超  7  年 以 下 1,965 1,913 1,965 1,913 － － － －
7  年 超 1 0 年 以 下 3,734 4,938 3,534 4,634 200 303 － －
1 0 年 超 21,207 20,682 20,378 20,049 828 632 － －
期 間 の 定 め の な い も の 2,914 4,537 329 248 100 100 － －
残 存 期 間 別 合 計 56,120 57,978 33,486 33,961 1,886 2,493 － －

（注）１．「貸出金、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引」とは、貸出金の期末残高の他、当座貸越等のコミットメントの与信相当額、デリバティブ取引を除くオフ・バランス取引の与信相当額
の合計額です。

２．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払の翌日から３ヵ月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
３．「その他」は、裏付けとなる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等および業種区分や期間区分に分類することが困難なエクスポージャーです。具体的には、現金、有形固定資産等

が含まれます。
４．CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

（2）自己資本の充実度に関する事項 （単位：百万円）
自己資本の状況について
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（3）信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く） （単位：百万円）

（4）信用リスク削減手法に関する事項 （単位：百万円）

ハ．業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等
個別貸倒引当金　期末残高 貸出金償却

24年度 25年度 増減 24年度 25年度
製 造 業 23 8 ▲ 15 0 －
農 業 ・ 林 業 － － － － －
漁 　 業 － － － － －
鉱業・採石業・砂利採取業 － － － － －
建 設 業 26 － ▲ 26 － 2
電気・ガス・熱供給・水道業 － － － － －
情 報 通 信 業 － － － － －
運 輸 業 ・ 郵 便 業 － － － － －
卸 売 業 ・ 小 売 業 34 28 ▲ 6 － －
金 融 業 ・ 保 険 業 － － － － －
不 動 産 業 52 55 3 － －
各 種 サ ー ビ ス 業 2 1 ▲ 0 0 1
そ の 他 の 産 業 － － － － －
国 ・ 地 方 公 共 団 体 等 － － － － －
個 　 人 41 39 ▲ 1 7 1

合　　計 181 134 ▲ 47 7 5

★当組合は、国内の限定されたエリアにて事
業活動を行っているため、「地域別」の区
分は省略しております。

（注）１．格付は適格格付機関が付与してい
るものに限ります。

　　　２．エクスポージャーは信用リスク削
減手法適用後のリスク・ウエイト
に区分しています。

　　　３．コア資本に係る調整項目となったエクス
ポージャー（経過措置による不参入分
を除く）、CVAリスク及び中央清算機
関関連エクスポージャーは含まれてお
りません。

　　　４．「1,250％」欄については、自己資本比
率告示の規定により、平成24年度は
資本控除した額、平成25年度はリスク・
ウエイト1,250％を適用したエクスポー
ジャーの額を記載しております。

告示で定めるリスク・ウエイト
区分（％）

エクスポージャーの額 エクスポージャーの額
平成24年度 平成25年度

格付有り 格付無し 格付有り 格付無し
0％ － 4,031 － 4,070
10％ － 1,341 － 2,077
20％ － 20,274 108 21,746
35％ － 16,720 － 16,624
50％ 378 112 412 57
75％ － 4,221 － 3,835
100％ － 8,977 － 8,979
150％ － 63 － 62
250％ － － － 2

1,250％ － － － －
そ の 他 － － － －
合　　計 56,120 57,978

ニ．リスク・ウエイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

自己資本の状況について

○リスク管理の方針及び手続きの概要
　信用リスクとは、取引先の倒産や業況悪化等により、貸出金や利息が約定通りに行われなくなるリスクをいいます。当組合では、信用
リスクを当組合が管理すべき最重要のリスクであると認識の上、融資にあたっては決済権限等の「クレジットポリシー」を明確にし、審
査管理を充実するとともに厳格なる審査体制を構築しています。
　また、大口与信先や不良債権先の管理等信用リスク管理の状況については、定期的に「常勤理事で構成する常務会」で協議・検討を行
い、必要に応じて「理事会」に報告する態勢を整備しております。
　貸倒引当金は、「資産自己査定基準」及び「償却・引当基準」に基づき、自己査定における債務者区分ごとに算定しております。一般
貸倒引当金にあたる正常先、要注意先、要管理先については、債務者区分ごとの債権額にそれぞれ貸倒実績率を乗じて算出しておりま
す。また、個別貸倒引当金に関しては、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先ともに、優良担保・優良保証及び不動産担保の処分可能見込
額等を除いた未保全額を債務者ごとに個別に引当てております。
　なお、それぞれの結果については、監査法人の監査を受けるなど、適正に計上しております。

信用リスク削減手法 適格金融資産担保 保　　　証 クレジット・デリバティブ
ポートフォリオ 平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度
信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 1,499 2,210 953 1,565 － －

① ソ ブ リ ン 向 け 19 89 29 4 － －
② 金 融 機 関 向 け － － － － － －
③ 法 人 等 向 け 677 984 319 503 － －
④ 中 小 企 業 等 ・ 個 人 向 け 649 770 260 610 － －
⑤ 抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン 38 340 343 346 － －
⑥ 不 動 産 取 得 等 事 業 向 け － － 0 39 － －
⑦ 三 月 以 上 延 滞 等 113 24 0 60 － －

（注）１．当組合は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。
２．上記「保証」には、告示（平成18年金融庁告示第22号）第45条（信用保証協会、農業信用基金協会、漁業信用基金協会により保証されたエクスポージャー）、第46条（株式会

社地域経済活性化支援機構により保証されたエクスポージャー）を含みません。

〈信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー〉
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自己資本の状況について

（5）派生商品取引及び長期決済期間取引
該当ありません。

（6）証券化エクスポージャーに関する事項
該当ありません。

（9）自己資本の調達手段の概要 （単位：百万円）
当組合の自己資本は、出資金、資本剰余金、及び利益剰余金等により構成されています。 
なお、当組合の自己資本調達手段の概要は次のとおりです。
資本調達手段の種類

普通出資
①発行主体：新栄信用組合
②コア資本に係る基礎項目の額に参入された額：789百万円
③配当率：年1.0％（平成25年度実績）

非累積的
永久優先出資

①発行主体：新栄信用組合
②コア資本に係る基礎項目の額に参入された額：526百万円
※526百万円のうち、490百万円は優先出資、36百万円は資本準備金に計上しております。
※優先出資発行額980百万円のうち、453百万円を繰越欠損金の補填に充当しております。
③配当率：年1.4％（平成25年度実績）

（7）出資等エクスポージャーに関する事項 （単位：百万円）
イ．貸借対照表計上額及び時価

区　分
平成24年度 平成25年度

貸借対照表計上額 時　　価 貸借対照表計上額 時　　価
上 場 株 式 等 34 34 12 12 
非 上 場 株 式 等 180 180 180 180 

合　計 215 215 193 193 
（注）上記非上場株式等については、売却等を行う目的のものではなく、時価がないため貸借対照表計上額を時価として表示しております。

ロ、出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額
平成24年度 平成25年度

売却益 － 17 
売却損 － －
償　却 － －

ハ、貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額
平成24年度 平成25年度

評価損益 4 1
（注）「貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額」とは、その他有価証券の評価損益です。

ニ．貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
該当ありません。

（8）金利リスクに関する事項 （単位：百万円）

平成24年度 平成25年度

金利リスクに関して内部管理上使用した金利ショックに対する損益・経済価値の増減額 103 212

（注）金利リスクは、金融機関の保有する資産・負債のうち、市場金利に影響を受けるもの（例えば、貸出金、有価証券、預金等）が、金利ショックにより発生するリスク量
を見るものです。当組合では、金利ショックを99％タイル値（保有期間１年、最低５年の観測期間で計測される金利変動の１パーセンタイル値と99パーセンタイル値に
よって計算される経済価値の低下額）として銀行勘定の金利リスク量を算出しております。



　当組合では、「個人情報の保護に関する法律」（個人情報保護法）及び金融庁の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」や全国信用組合中央協
会の「信用組合における個人情報保護に関する自主ルール」などの法令、規定等を遵守し、お客様からご提供いただいた個人情報の適切な保護に努めるととも
に、個人情報保護に関する基本方針を「プライバシーポリシー」として店頭やホームページなどで公表しております。
　当組合は、基幹システム設置場所に「入・退室管理システム」を導入し、個人データの漏洩防止に努めるなどの安全管理措置を行っております。　
　情報管理の徹底は一時的な対応で全て完了するものではなく、日常からの取り組みが重要と考えております。今後も管理体制の周知徹底を図り、役職員への
研修を継続してまいります。

【預金保険制度による保護の範囲】

当座預金
普通預金
別段預金

定期預金・定期積金
納税準備預金
通知預金

外貨預金・譲渡性預金等
（当組合は取り扱っておりません）

利息のつかない等の3要
件を満たす預金は全額
保護（注1）

合算して元本1,000万
円までとその利息等を
保護（注2）

保護対象外
（破綻金融機関の財産の状況
に応じて支払われます）

（注１）「無利息、要求払い、決済サービスを提供できる」という３要件を満たす預金です。
（注２）「元本 1,000 万円までとその利息等を超える部分」については、破綻金融機関の財産状

況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。なお、定期積金の給
付補填備金なども、利息と同様に保護されます。

【無利息型普通預金の商品概要】

ご利用いただける方 個人・法人及び地方公共団体等
お利息 無利息
お預け入れ金額 1円以上1円単位
払い戻し方法 随時

付帯サービス 口座振替・給与・年金のお受け取りなど決済サービス、総合口座のご
利用など

その他

新規口座開設の他、従来からのご利用の普通預金を「無利息型普
通預金」に変更することが出来ます。この場合、口座番号が変わらな
いため、口座振替の変更手続きは不要です。また、従来からのご利
用のキャッシュカードはそのままご利用いただけます。
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経　営　管　理　体　制

　万一、金融機関が破綻した際には、預金保険によって１金融機関ごとに１人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
また、これとは別に、無利息などの一定条件を満たす「決済用預金」は全額が保護され、当組合では対応商品として「無利息型普通預金」を取り扱っております。

＊ご質問・相談・苦情窓口
当組合では、お客様からのご質問等に適切に取組んで参ります。個人情報の取扱い等に関するご質問等については、以下の窓口にお申出ください。

【お問い合わせ先】
　新栄信用組合　「お客様相談室」　電話番号：0120-400-103（休業日を除く月曜日～金曜日　９：00 ～ 17：00）

＊個人データの第三者提供先（㈱オリエントコーポレーション、全国しんくみ保証㈱、全国保証㈱、三菱UFJニコス㈱、㈱クレディセゾン、プロミス㈱、ジャックス㈱）
＊共同利用者の範囲（各地手形交換所、各地手形交換所の参加金融機関、全銀協が設営している全国銀行個人信用情報センター、全銀協特別会員である各地銀行協会）　

預金保険制度・個人情報保護法
○預金保護制度

○個人情報保護法への対応

【個人情報保護宣言［プライバシーポリシー］】
１．個人情報の利用目的
　当組合は、個人情報の保護に関する法律に基づき、お客様の個人情報を、右記の業務内容
ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用し、それ以外の目的では、法令等で認められて
いる場合のほかに利用いたしません。
なお、個人情報の利用目的を変更した場合は直ちに公表いたします。

２．個人情報の適正な取得について
　当組合では、上記１．で特定した利用目的の達成に必要な範囲で、適法かつ適正な手段に
より、例えば、以下のような情報源から、お客様の個人情報を取得いたします。
（１）預金口座のご新規申込の際にお客様にご記入・ご提出いただく書類等により、直接提

供していただいた情報
（２）各地手形交換所等の共同利用者や個人信用情報機関等の第三者から提供された情報
（３）商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報

３．個人データの第三者提供
　当組合は、上記１．の利用目的の範囲内で当組合が下記に表示する第三者へ個人データを
提供しております。これ以外には、次の場合を除き、お客様の同意なしにお客様の個人デー
タを第三者へ提供いたしません。
（１）法令等に基づき必要と判断される場合
（２）公共の利益のために必要であると考えられる場合
　なお、お客様の個人データについて第三者提供の停止をご希望の場合は、当組合の本支店
窓口までご連絡ください。

４．個人データの委託
　当組合は、上記１．の利用目的の範囲内で、例えば、以下のような場合に、個人データに
関する取扱いを外部に委託することがあります。その場合には、適正な取扱いを確保するた
めの契約締結、実施状況の点検などを行います。
（１）お客さまにお送りするための書面の印刷または発送に関わる業務を外部に委託する場合
（２）情報システムの運用・保守に関わる業務を外部に委託する場合

５．個人データの共同利用
　当組合は、上記１．の利用目的の範囲内で個人データを当組合が下記に表示する特定の者
と共同利用しております。

６．個人データの安全管理措置に関する方針
　当組合では、取扱う個人データの漏洩・滅失等の防止その他の個人データの安全管理のた
め、組織的安全管理措置、技術的安全管理措置を講じ、適正に管理します。
　また、役職員には必要な教育と監督を、業務委託先に対しては、個人データの安全管理が
図られるよう必要かつ適切な監督に努めます。

７．お客様からの開示、訂正、利用停止等のご請求
（１）開示のご請求
　　 お客様から当組合が保有するご自身に関する個人データの開示のご依頼があった場合

には、原則として開示いたします。
（２）訂正等のご請求
　　 お客様から当組合が保有するご自身に関する個人データの訂正等（訂正・追加・削

除）のご依頼があった場合には、原則として訂正等いたします。
（３）利用停止等のご請求
　　 お客様から当組合が保有するご自身に関する個人データの利用停止等（利用停止・消

去）のご依頼があった場合（法等に基づく正当な理由による）には、原則として利用
停止等いたします。

（４）ダイレクトメール等の中止
　　 当組合は、当組合からの商品・サービスのセールスに関するダイレクトメールの送付

やお電話等での勧誘のダイレクト・マーケティングで、個人情報を利用することにつ
いて、これを中止するようお客様よりお申し出があった場合は、遅滞なく当該目的で
の個人情報の利用を中止します。

　なお、（１）、（２）、（３）のご請求に当たっては、個人データの重要性に鑑み、ご請求者（代
理人を含む）の本人確認をさせていただきます。ご請求手続の詳細およびご請求用紙が必要な
場合は当組合本支店窓口までお申出ください。

【個人情報保護に係る業務内容ならびに利用目的】
（業務内容）
○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替取次ぎ業務およびこれらに付随する業
務

○保険業法により行う保険契約の締結の代理又は媒介業務、法律により信用組合が営むことが
できる業務およびこれらに付随する業務

○その他信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務（今後取扱いが認めら
れる業務を含む）

（利用目的）
○各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
○犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく
資格等の確認のため

○預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
○融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
○適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
○与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂
行に必要な範囲で第三者に提供するため

○他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委
託された当該業務を適切に遂行するため

○お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
○市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開
発のため

○ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
○提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
○組合員資格の確認および管理のため
○その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
○お客様の安全及び財産を守るため、または防犯上の必要から、防犯カメラの映像を利用する
こと
（機微情報に関わる利用目的）
　機微情報（政治的見解、信教（宗教、思想及び信条をいう）、労働組合への加盟、人種及び
民族、門地及び本籍地、保険医療及び性生活、並びに犯罪歴に関する情報）は、金融分野に
おける個人情報保護に関するガイドライン（平成16年金融庁告示第67号）に掲げる場合を除
き、取得、利用又は第三者提供をいたしません。また、機微情報は、協同組合による金融事
業に関する法律施行規則に基づき利用目的が限定されておりますので、同規則が定める利用
目的以外で利用いたしません。
（個人信用情報に関わる利用目的）
　個人信用情報機関から提供を受けた個人信用情報は、協同組合による金融事業に関する法
律施行規則等に基づき限定されている目的以外では利用いたしません。



— 29 —

金融商品に係る勧誘方針
当組合は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ることと
します。
①当組合は、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明

をいたします。
②金融商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当組合は、お客様に適正な判断をしていただくため

に、当該金融商品の重要事項について説明を行い、十分理解していただくよう努めます。
③当組合は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し不確実なことを断定的に申し上げたり、事実でない情報を提供するなど、お客様の誤

解を招くような勧誘は行いません。
④当組合は、良識を持った節度ある行動により、お客様の信頼の確保に努め、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いま

せん。　
⑤当組合は、役職員に対する内部研修を充実し、金融商品に関する知識の充実を図るとともに、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の

強化に努めます。
⑥金融商品の販売等に係る勧誘についてご意見やお気づきの点がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせ下さい。

　１．預金業務
　　　当座預金、普通預金、通知預金、定期預金、定期積金、別段預金、納税準備預金を取り扱っております。
　２．貸付業務
　（１）貸付 手形貸付、証書貸付及び当座貸越を取り扱っております。
　（２）手形の割引 商業手形の割引を取り扱っております。
　　　 でんさいネットによる電子記録債権の割引 ( でんさい割引 ) も取り扱っております。
　３．内国為替業務
　　　振込及び代金取立等を取り扱っております。
　４．外国為替業務
　　　全国信用協同組合連合会の取次業務として、外国送金をはじめとする外国為替に関する各種業務を行っております。
　５．付帯業務
　（１）代理業務 全国信用協同組合連合会、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、独立行政法人住宅金融支援機構、
  独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構
　（２）債務の保証業務　　　（３）地方公共団体の公金取扱業務　　　（４）両替　　　（５）保険商品の窓口販売　　　
　（６）個人向け国債の窓口販売

主 要 な 事 業 の 内 容

手数料一覧 （消費税込み）
◇為替手数料

種         類 組 合 員 一  般

振
　
込

当組合
本支店 自店・他店宛 5万円未満 無料 216円

5万円以上 無料 432円

他　行 電信扱 5万円未満 540円 648円
5万円以上 756円 864円

カ
ー
ド
に
よ
る
振
込

（
A
T
M
利
用
）

当組合
キャッシュ
カード利用

当組合
本支店宛

5万円未満 無料 108円
5万円以上 無料 216円

他行宛 5万円未満 324円
5万円以上 540円

他行
カード
利用

当組合
本支店宛

5万円未満 108円
5万円以上 216円

他行宛 5万円未満 324円
5万円以上 540円

定
額
送
金

当組合
本支店

5万円未満 216円 324円
5万円以上 216円 324円

他　行 5万円未満 540円 648円
5万円以上 756円 864円

＊ATM利用カードによる振込では当組合カードご利用の場合はカードの払戻手数料が取扱
日・時間により加算されます。また、他行カードご利用の場合はカード払戻し手数料が加
算されます。

◇キャッシュサービスご利用の手数料

利用時間帯 取引
種類

当組合
本支店

セブン銀行
のATM

提携先金融機関カードでの取扱い
しんくみお得ネット加盟信用組合 他の金融機関

平
　
日

 8：45～18：00 出　金 無料 無料 無料 108 円
入　金 無料 無料 108 円 108 円

18：00～19：00 出　金 108 円 108 円 216 円 216 円
入　金 無料 108 円 216 円 216 円

土
曜
日

9：00～14：00 出　金 無料 無料 無料 108 円
入　金 無料 無料 108 円 108 円

14：00～19：00 出　金 108 円 108 円 216 円 216 円
入　金 無料 108 円 216 円 216 円

日曜日・祝日・
年末年始

（12/31～1/3）
9：00～19：00 出　金 108 円 108 円 216 円 216 円

入　金 無料 108 円 216 円 216 円
＊セブン銀行とは、セブンイレブン、イトーヨーカドーに設置のATMでの利用です。　　
＊「しんくみお得ネット」に加盟している県外の信用組合でのATM・CDからのお引き出し

（平日8：45～18：00、  土曜日9：00～14：00）は取扱い手数料が無料です。（詳しくは
窓口にお問い合わせください。）

＊土曜日・日曜日・祝日及び年末年始の提携先金融機関カードでの利用時間は9：00～17：00
です。

◇融資関係
項　目　・　内　容 手数料

住宅ローン事務取扱手数料 300万円未満 融資額の1％＋消費税
300万円以上 43,200円

リフォームローン事務取扱手数料 300万円未満 融資額の1％＋消費税
300万円以上 32,400円

保証付住宅ローン（全国保証㈱）事務手数料 54,000円
アパートローン融資手数料 54,000円
住宅ローン繰上償還手数料（全額並びに一部繰上償還） 無料
住宅ローン条件変更手数料 5,400円
固定金利再選択手数料 5,400円

◇取立手数料等
項目・内容 手数料

代
金
取
立

当組合 自店・他店宛 無料

他　行
同一手形交換所内 216円
上記以外の県内 648円
県外 864円

持ち帰り手数料（同一手形交換所内） 216円
そ
の
他

振込・送金・取立手形の組戻料
不渡手形返却料
取立手形店頭呈示料

648円

◇円建両替手数料
両　替　枚　数 　　　　　手数料

円
貨
両
替
手
数
料

      1枚　～   100枚まで 無料
   101枚　～   300枚まで 108円
   301枚　～   500枚まで 216円
   501枚　～ 1,000枚まで 324円
 1,001枚　～ 2,000枚まで 648円
 2,001枚　～ 1000枚ごとに324円加算

入金硬貨精査手数料（硬貨の枚数1000枚以上） （硬貨枚数×50銭）×1.08
（注）両替手数料は、お取扱い１回あたり。枚数は、お客様の「お持込枚数」又は「お持帰り枚数」のいずれ

か多い方とさせて頂きます。
　　なお、記念硬貨の交換、汚損した現金の交換は無料です。

◇各種発行手数料
種　　　　　　　　　　　類 料　金

当 座 預 金

小切手帳 1冊（50枚） 648 円
約束手形帳 1冊（50枚） 864 円
マル専口座取扱手数料（割賦販売通知書1枚） 3,240 円
マル専手形 1枚 540 円

自己宛小切手 1枚 540 円
通帳・証書・カード等再発行手数料 1件 540 円

証明書発行
手数料

残高証明書 1通 324 円
監査人等の制定外書式の発行 1通 2,160 円
融資証明書（消費性資金） 1通 3,240 円
融資証明書（事業性資金） 1通 5,400 円



— 30 —

□ 融 資（個 人 向 け）
種　　類 お 使 い み ち ご融資額 ご返済期間 担保・保証など

住 宅 ロ ー ン 住宅の新築、購入、住宅用土地の購入他金融機関の住
宅ローンの借り換えなど。 6,000万円以内 35年以内 担保：土地・建物

保証人：1名以上
リ フ ォ ー ム ロ ー ン 住宅の増改築、修繕、模様替えなど。 2,500万円以内 25年以内 上記に同じ

エ コ リ フ ォ ー ム ロ ー ン 太陽光発電システム・オール電化設備など 500万円以内 15年以内 担保:原則不要
保証人:1名以上

教 育 ロ ー ン

受験料、入学金、授業料、アパート代など。 300万円以内

ご返済期間
証 書 貸 付 型 教 育 ロ ー ン 10年以内 保証人：1名以上
当 座 貸 越 型 教 育 ロ ー ン 4年6ヶ月以内 保証人：1名以上
上 記 併 用 型 教 育 ロ ー ン 12年6ヶ月以内 保証人：1名以上

愛 車 ロ ー ン
車の購入、車検、修理など
車に関する費用。

300万円以内  7年以内 保証人：1名以上
カ ー ラ イ フ ロ ー ン 500万円以内  8年以内 全国しんくみ保証㈱の保証
N e w マ イ カ ー ロ ー ン 500万円以内  8年以内 ㈱ジャックスの保証
目 的 ロ ー ン お使いみちが確認できる資金。（事業性・旧債返済除く） 500万円以内  7年以内 全国しんくみ保証㈱の保証
フ リ ー ロ ー ン お使いみち自由。（事業性・旧債返済除く） 300万円以内  7年以内 全国しんくみ保証㈱の保証
F 1 ． （ フ リ ー ワ ン ） お使いみち自由。 300万円以内  7年以内 ㈱クレディセゾンの保証
カ ー ド ロ ー ン 契約期間

ド リ ー ム お使いみち自由。
いざというときに、あなたをサポート！
ご利用限度額以内なら
繰り返しご利用できます。

200万円以内 1 年（自動更新） 三菱UFJニコス㈱の保証
ピ ー タ ー パ ン 300万円以内 3 年（自動更新） 全国しんくみ保証㈱の保証
ポ ケ ッ ト  50万円以内 3 年（自動更新） 全国しんくみ保証㈱の保証
来 富 （ L i f e ） U p 200万円以内 2 年（自動更新） ㈱ジャックスの保証

日 本 政 策 金 融 公 庫　　
　 代 理 貸 付（ 教 育 資 金 ）

受験料、入学金などの入進学資金、授業料、アパート
代などの在学資金。 300万円以内 15年以内 （財）教育資金融資保証基金

もしくは保証人 1 名以上

＊各種ローンについては、それぞれ内容によりご融資金額、ご返済期間、担保・保証人などの条件が異なります。詳しくは、お近くの本・支店の担当係または
窓口へお気軽にご相談ください（上記以外にも各種ローンをご用意しております）。

＊係員がご都合に合わせて説明にお伺いします。お近くの本・支店の担当係または窓口へお気軽にご相談ください（お取引のない方も大歓迎!）。

□ 融 資（事 業 者 向 け）
種　　類 お 使 い み ち ご融資額 ご返済期間 担保・保証など

ビ ジ ネ ス ロ ー ン 事業に必要な運転資金および設備資金にご利用いただ
けます。 1000万円以内 5年以内 法人：代表者及び保証人1名

個人事業主：保証人1名

一 般 の ご 融 資

手形割引…一般商業手形の割引。運転資金でご利用ください。
手形貸付…商品の仕入れなど、短期運転資金をご利用いただけます。
証書貸付…店舗新築や機械設備などの設備資金、長期の運転資金などにご利用ください。
当座貸越…一定の貸越極度額までご自由にご利用できます。

事 業 者 カ ー ド ロ ー ン 事業に必要な資金がスピーディーにご利用いただけま
す。

　100万円以上
2,000万円以内

2 年 　 　 　 　
（更新可能） 新潟県信用保証協会の保証

地 方 公 共 団 体
制 度 融 資 新潟県、新潟市による中小企業の皆様向けの各種制度融資をお取扱いしております。

代 理 貸 付 業 務 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、全国信用協同組合連合会の代理店として各種融資をお取扱いしております。

＊各種ローンについては、それぞれ内容によりご融資金額、ご返済期間、担保・保証人などの条件が異なります。詳しくは、お近くの本・支店の担当係または
窓口へお気軽にご相談ください。

営 業 の ご 案 内

＊詳しくは、お近くの本・支店の担当係または窓口へお気軽にご相談ください。

□ 預 金
種　　類 商　品　内　容 期　　間 お預け入れ額

流
動
性
預
金

普 通 預 金 出し入れ自由、給与等受取り、公共料金の自動支払いなどにご利用くだ
さい。 出し入れ自由 1円以上

当 座 預 金 商取引に安全で便利な手形・小切手をご利用いただけます。 出し入れ自由 1円以上

納 税 準 備 預 金 計画的な納税資金にご利用ください。利息は非課税です。 入金はいつでも
お引き出しは納税時 1円以上

通 知 預 金 短期の運用に便利です。お引き出しの2日前にご通知ください。 7日以上 1万円以上

総 合 口 座 普通預金と定期預金をセット。家計簿がわりに受取る、支払う、貯め
る、借りるが1冊の通帳でOKです。

普通預金はいつでも
出し入れ自由

普通預金は1円以上
定期預金は1万円以上

定
期
性
預
金

定 期 積 金 毎月一定額を無理なく貯めていただく商品です。 1年以上5年以内 月額1,000円以上

ス ー パ ー 定 期 まとまった資金を確実に増やす預金です。短期間でも有利な運用が可能
な、確定利回り商品です。 1か月以上5年以内 1,000円以上

ゆ う ゆ う 年 金 定 期 しんえいで公的年金をお受取りいただいてる方に、ご利用いただける
「優遇金利」の定期預金です。 1年 お一人さま

300万円まで

大 口 定 期 適用金利は、その時の市場金利を参考に決定します。余裕資金の運用に
適しております。 1か月以上5年以内 1,000万円以上

期 日 指 定 定 期 預 金 利息が利息を生む1年複利でお得な預金です。1年経過後は1か月以上前に
連絡してご自由に満期日の指定、元金の一部お引き出しができます。

据置期間1年
最長預入期間3年

1,000円以上
300万円未満
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選挙区 総代地区定数 現総代数 地　　区　　名

第1選挙区 36～44名 40名 ・新潟市江南区旧亀田町のうち稲葉及び袋津地区を除く地区
・新潟市江南区両川地区・新潟市秋葉区新津地区

第2選挙区 20～27名 20名 ・新潟市江南区旧亀田町のうち稲葉及び袋津地区
・新潟市江南区北山地区

第3選挙区  6～11名 10名 ・新潟市江南区横越地区
・阿賀野市地区（旧京ヶ瀬村地区に限る）

第4選挙区 12～17名 13名 ・新潟市中央区信濃川以東地区
・新潟市東区紫竹地区

第5選挙区 15～20名 17名 ・新潟市江南区大江山地区・新潟市東区地区
・新潟市北区地区・北蒲原郡聖籠町地区

第6選挙区 11～16名 16名 ・新潟市中央区信濃川以西地区
・新潟市西区地区（旧黒埼町を除く）

計 100～135名 116名

1．総代会制度について
　当組合は、組合員同士の「相互信頼」に基づき、組合員１人１人の意見を尊重し経営に反映させる協同組織金融機関です。し
たがって、組合員は出資口数に関係なく、１人１票の議決権を持ち、総会を通じて当組合の経営に参加することができます。し
かし、当組合は、組合員16,408名（26年３月末）と多く総会の開催が困難なため、中小企業等協同組合法及び定款に定めるところ
により、総会に代えて総代会制度を採用しております。
　総代会は、組合員１人１人の意見が経営に反映されるよう、組合員の中から適正な手続きにより選出された総代により運営さ
れ、組合員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保しております。また、総代会は、当組合の最高意思決定機関であり、決
算や事業活動等の報告が行われるとともに、剰余金処分、事業計画の承認、定款変更、理事・監事の選任等、当組合の重要事項
に関する審議・決議が行われます。
当組合では、総代会に限定することなく、組合員（利用者）アンケート調査の実施や日常の営業活動並びに各店舗における「友
の会」行事を通じて、総代や組合員とのコミュニケーションを大切にし、様々な経営改善に取り組んでおります。

２．総代とその選出方法
（１）総代の任期と定数

・ 総代の任期は３年です。
・ 総代の定数は100人以上135人以内で、選挙区域毎に定めております。

（２）総代の選出方法
　総代は、組合員の代表として、組合員の総意を当組合の経営に反映する重要な役割を担っております。そこで、総代の選出
は「総代選挙規程」に基づき、次の手続きを経て選任されます。
① 組合員の中から総代立候補者をもって、総代選挙会において決定する。
② 総代選挙会は、組合員の中から総代選挙立会人を２名以上選任し開催する。
③ 総代当選者の氏名を公表する。

３．第61期（第62回）通常総代会の決議事項
　平成26年６月20日に開催された第61期通常総代会において、次の事項が付議され、
それぞれ原案のとおり承認されました。

＊決議事項
　第１号議案　平成25年度事業報告並びに収支決算承認の件
　第２号議案　平成25年度剰余金処分案承認の件
　第３号議案　平成26年度事業計画並びに収支予算案承認の件
　第４号議案　平成26年度役員報酬総額決定の件
　第５号議案　平成26年度借入金最高限度額決定の件
　第６号議案　組合員法定脱退の件　
　第７号議案　理事の任期満了及び監事退任に伴う改選の件　
組合員は、総代会を傍聴することができます。
傍聴のお申し込みは、当組合本部総代会事務局、
本支店窓口または渉外担当者にお申し出ください。

　＊ 各選挙区の総代定数は次のとおりです。 （平成26年3月末現在）

組合員 総　代

総代会

組合員の総意を
組合経営に反映させ
るための制度

決算事項、理事、監事
の選任等重要事項の

決定

総代会の機能強化について



平成 26 年３月 14 日に実施いたしました総代選挙の結果、下記のとおり総代が決定されましたので、ご報告申し上げます。

総代名簿（任期３年・定数 100 人以上 135 人以内） （選挙区別・五十音順・敬称略）
選挙区 地　　区　　名 定　数 総   　 代    　氏   　 名

1 ・新潟市江南区亀田地区の 
　うち稲葉・袋津地区を 
　除く地区 
・新潟市江南区両川地区 
・新潟市秋葉区新津地区

36～44名
40名

医療法人
愛仁会 五十嵐　壱郎 五十嵐　豊 小木　一晴 小黒　與志雄

乙川　一敬 亀山　暁治 久代　勝英 久保　繁行　 窪田　忍

倉嶋　則昭 古泉　晋 古泉　總一郎 古泉　武男 小島　正朗

小野間　常則 古野間　久嗣 小林　雅 小林　哲夫 株式会社
サイタメ

斎藤　勝朗 斎藤　正幸 酒井　定勝 坂上　桂一 佐藤　茂

佐藤　藤一 佐藤　春夫 新保　房機 高橋　哲男 立川　義浩

中林　秀男 中林　博幸 中森　裕春 成田　澄夫 野口　賢一

馬場　正一 廣嶋　顕 藤田　巌 見田　修一 渡邉　泰

2 ・新潟市江南区亀田地区の 
　うち稲葉及び袋津地区 
・新潟市江南区北山地区

20～27名
20名 荒井　勲 岩崎　啓衛 岩崎　荘一郎 風間　修一 神田　幸雄

小泉　嘉忍 齋藤　正利 椎谷　浩 白川　幹雄 鈴木　俊弘

立川　博史 田中　三郎 田辺　昭三 谷澤　四郎 塚本　太一

古山　浩一 本田　一実　 本田　甚昭 村木　秀明 和田　良夫

3 ・新潟市江南区横越地区 
・阿賀野市地区 
（旧京ヶ瀬村地区に限る）

6～11名
10名

株式会社
阿部組

有限会社 
石井鉄骨工業

株式会社
遠藤組 風間　藤一郎 高橋　慶三

株式会社 
テイエヌビー工機 廣瀬　幸雄 有限会社

丸庄建材
有限会社 
横山寝具店 渡辺　正春

4 ・新潟市中央区 
　信濃川以東地区 
・新潟市東区紫竹地区

12～17名
13名 クシヤ株式会社 黒井　勝 有限会社

江東商事 近藤　信之輔 株式会社 
信越測量設計

須崎　涼典 清野　益雄 東網工業
株式会社

新潟維持サービス 
株式会社 松尾　準

株式会社　丸北 株式会社 
安田工作所 渡辺　義博

5 ・新潟市江南区大江山地区 
・新潟市東区地区 
　（紫竹地区を除く） 
・新潟市北区地区 
・北蒲原郡聖篭町地区

15～20名
17名 小熊　亟 小黒　純夫 国兼　尋一 国原　善明 古泉　要次

斎藤　武人 當野　誠司 株式会社
白新商会 服部　秋男 平田　孝一

有限会社
星山技研 細野　洋平 増井　哲也 松田　明雄 村山　毅彦

山崎　明博 渡辺　昇一

6 ・新潟市中央区 
　信濃川以西地区 
・新潟市西区地区 
　（旧黒埼町を除く）

11～16名
16名

有限会社 
秋やま仕出店 荒井　健衛 有限会社　岡田 神林　政弘 瀬野　敏

高野　真人 田中　勝昭 塚野　正和 永井　敏之 西山　宏

野澤　裕朗 長谷川　英二 廣島　利邦　 株式会社
藤井石油 古川　粂三郎

株式会社 
山甚不動産

計 100～135名
116名
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店番 店　名 住　　　　　　　　所 〒 ＴＥＬ ATM
１００ 本 部 新潟市江南区旭２丁目１番２号 ９５０－０１６６ ０２５－３８２－４１１１
００１ 本 店 新潟市江南区旭２丁目１番２号 ９５０－０１６６ ０２５－３８２－５５０１ 365 日稼動
００２ 馬 越 支 店 新潟市中央区本馬越１丁目２番１１号 ９５０－０８６５ ０２５－２４３－１８３１ 365 日稼動
００３ 大 形 支 店 新潟市東区逢谷内６丁目９番５号 ９５０－０８１４ ０２５－２７４－３４６６ 365 日稼動
００４ 上 町 支 店 新潟市江南区亀田本町４丁目１番５２号 ９５０－０１６４ ０２５－３８２－３１６１ 平日
００６ 松 浜 支 店 新潟市北区松浜本町１丁目４番１６号 ９５０－３１２５ ０２５－２５９－５７１１ 平日
００７ 稲 葉 支 店 新潟市江南区諏訪３丁目４番２３号 ９５０－０１２７ ０２５－３８２－３８１１ 365 日稼動
００８ 横 越 支 店 新潟市江南区横越中央２丁目１番３号 ９５０－０２０８ ０２５－３８５－３８３１ 365 日稼動
０１１ 東 堀 支 店 新潟市中央区東堀前通四番町３９４番地 ９５１－８０６６ ０２５－２２８－９２１１ 平日

 店舗外ＡＴＭ
袋津出張所 新潟市江南区袋津５丁目１番４号 ９５０－０１３１ ０２５－３８２－３８１１ 平日
新津出張所 新潟市秋葉区新町１丁目６番８号 ９５６－０８６２ ０２５－３８２－５５０１ 平日

【ATM の営業のご案内】
店　　　舗 平　　日 休　日 ご利用内容
本店・馬越・大形・稲葉・横越 8：45 ～ 19：00 9：00 ～ 19：00 お引き出し・ご入金

残高照会・通帳記入
カードによるお振込

上町・松浜・東堀・袋津出張所 8：45 ～ 18：00
稼動しておりません

新津出張所 9：00 ～ 19：00
◎平成 25 年７月より本店・馬越・大形・稲葉・横越の ATM コーナーの 365 日稼動を開始しましたので、ご利用ください。
　セブン銀行の提携 ATM もご利用いただけます。（詳しくは P29 をご覧ください。）
◎「しんえい」のATMは犯罪防止の為、両面覗き見防止の遮光フィルター・後方確認用のミラーを装着しております。

サービスネット

店舗一覧表（事務所の名称・所在地）
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索　引　（各開示項目は、下記のページに記載しております。なお、＊印は「協同組合による金融事業に関する法律施行規則」で規定されております法定開示項目です。）

・本誌は協同組合による金融事業に関する法律施行規則第69条、金融機能の再生のための
　緊急措置に関する法律第７条、およびバーゼルⅡ第3の柱に基づいて作成しております。
・本資料に記載の諸計数は、原則として単位未満を切り捨てのうえ表示しております。
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4. 職 員 数 ＊ ………18
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収 支 および そ の 他 業 務 収 支＊ ………19

25. 資金運用勘定・資金調達勘定の平
均残高、利息、利回り、資金利鞘＊ ………19

26. 受 取 利 息 、支 払 利 息 の 増 減＊ ………19
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36. 役 職 員 1 人 当 たり 預 金 残 高 ………19
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38. 貸 出 金 種 類 別 平 均 残 高 ＊ ………20

39. 貸出金及び債務保証見返額担保別残高＊ ………20

40. 貸 出 金 使 途 別 残 高 ＊ ………20

41. 貸 出 金 業 種 別 残 高・構 成 比＊ ………20

42. 貸 出 金 金 利 区 分 別 残 高 ＊ ………20

43. 預 貸 率（ 期 末・期 中 平 均 ）＊ ………19

44. 消 費 者ローン・住 宅ローン残 高 ………20

45. 代 理 貸 付 残 高 の 内 訳 ………20

46. 役 職 員 1 人 当 たり貸 出 金 残 高 ………19

47. 1 店 舗 当 た り 貸 出 金 残 高 ………19

【有価証券に関する指標】

48. 商品有価証券の種類別平均残高＊ ………該当なし

49. 有 価 証 券 の 種 類 別 平 均 残 高＊ ………20

50. 有価証券の種類別の残存期間別残高＊ ………21

51. 預 証 率（ 期 末・期 中 平 均 ）＊ ………19

【経営管理体制に関する事項】

52. リ ス ク 管 理 の 体 制 ＊ ………15

53. 法 令 遵 守 の 体 制 ＊ ………16

54. 預 金 保 険 制 度 ………28

55. 個 人 情 報 保 護 法 へ の 対 応 ………28

56. 苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 ………17

【財産の状況】

57. 貸 借 対 照 表 、損 益 計 算 書 、 
剰 余 金 処 分 計 算 書 ＊ ………3～6

58. リ ス ク 管 理 債 権 の 状 況 ＊ ………22

（1）破 綻 先 債 権 ＊ ………22

（2）延 滞 債 権 ＊ ………22

（3）3 ヵ月 以 上 延 滞 債 権 ＊ ………22

（4）貸 出 条 件 緩 和 債 権 ＊ ………22

59. 金 融 再 生 法 による開 示 債 権＊ ………22

60. 有 価 証 券 の 時 価 情 報 ＊ ………21

61. 外 貨 建 資 産 残 高 ………該当なし

62. オ フ バ ラ ン ス 取 引 の 状 況 ………該当なし

63. 先 物 取 引 の 時 価 情 報 ………該当なし

64. オ プ ション 取 引 の 時 価 状 況 ………該当なし

65. 貸倒引当金（期末残高・期中増減額）＊ ………20

66. 貸 出 金 償 却 の 額 ＊ ………20

67. 会 計 監 査 人 に よ る 監 査 ＊ ………7

【その他の業務】

68. 内 国 為 替 取 扱 実 績 ………20

69. 外 国 為 替 取 扱 実 績 ………該当なし

70. 公 共 債 窓 販 実 績 ………20

71. 公 共 債 引 受 額 ………該当なし

72. 手 数 料 一 覧 ………29

【バーゼルⅡ第3の柱に係る開示事項】

73. 自己資本の構成に関する事項＊ ………23,24

74. 自己資本の充実度に関する事項＊ ………25

75. 信 用 リ ス ク に 関 す る 事 項 
（証券化エクスポージャーを除く）＊ ………25,26

（1）信用リスクに関するエクスポージャー
および 主な種 類 別の期 末 残 高＊ ………25

（2）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金
の期末残高及び期中の増減額＊ ………20

（3）業種別の個別貸倒引当金
及び貸出金償却の残高等＊ ………26

（4）リスク・ウエイトの区分ごとの
エクスポージャーの額 等＊ ………26

76. 信用リスク削減手法に関する事項＊ ………26

77. 派生商品取引及び長期決済期間
取引の取引相手に関する事項＊ ………該当なし

78. 証券化エクスポージャーに関する事項＊ ………該当なし

79. オペレーショナルリスクに関する事項＊ ………25

80. 出資等エクスポージャーに関する事項＊ ………27

81. 金 利 リス ク に 関 す る 事 項 ＊ ………27

【その他】

82. 当 組 合 の 考 え 方 ………1

83. 沿 革 ・ あ ゆ み ………1

84. 営 業 の ご 案 内 ………30

85. 報 酬 体 系 の 開 示 に つ い て ………18

86. 地 域 貢 献 に つ い て ………11～14

87. 創 立 6 0 周 年 記 念 行 事 ………8～10

88. 総 代 会 の 機 能 強 化 に つ い て ………31

89. お 客 様 相 談 室 に つ い て ………16

90. 中小企業の経営改善及び地域の
活 性 化 の た め の 取 組 み 状 況 ＊ ………13

91. 金 融 円 滑 化 管 理 方 針 ………13

92. 経 営 者 保 証 に 関 す る ガ イ ド ラ
イ ン に よ る 個 人 保 証 の 取 組 み ………14
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